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１．はじめに
　今日は実例に基づいたディスカッションをメインに考えています。府内市町
村においては既に導入されている団体も多いと聞いていますが、昨年度、総務
省が人事評価マニュアルを出しました。そこには今までの人事評価のやり方と
して二つ挙げられていて、その二つを参考にしながら各団体が工夫してやって
いくことになっています。それについて説明し、具体的なお話につなげていき
たいと思います。
　人事評価制度について一番簡潔に書かれているのは、平成23年３月の「地方
公共団体における人事評価制度の運用に関する研究会報告書」です。これと並
んで参照すべきものが平成26年度の報告書で、先ほど二つと言及したように、
評語付与方式と数値化方式が示されました。評語付与方式とは、国で採用され
ている現行の評価方式をほぼそのまま自治体に合わせたものです。また、それ
にプラスアルファで業績評価や能力評価を数値化（点数化）しているのが数値
化方式です。評語付与方式については、先行して人事評価制度を導入した団体
の多くが国の現行の評価方式を踏襲していることを考えると、特にここで詳し
く説明する必要はありませんから、今日は特に数値化方式について愛知県豊田
市と長野県松川町に具体的な事例を報告していただき、それから国に準じた形
で導入している団体のやり方も含めていろいろと議論したいと思っています。

２．導入の必要性
　まず、導入の必要性についてです。平成23年３月の報告書をご覧ください。
人事評価は評価者・被評価者も含めてハッピーに行われなければいけません。
大義名分で掲げる目的と実際の目的は違うのではないかといわれることもあり
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ますが、本音レベルで考えると、人事評価制度の導入には積極的な理由と消極
的な理由の大きく二つがあると思います。
　消極的な理由の一つに、人事評価を行って給与を支給するということが法律
で規定されているということがあります。従来の地方公務員法第40条には勤務
評定（人事評価）をして給与を支給するように書かれていましたし、改正後の
地方公務員法は人事評価に関する規定がかなり増えました。しかし、法律に書
かれていることを全て実行してきたかというと、必ずしもそうではありません。
地方公務員法に職階制度の規定があっても実際にはほとんど行われていなかっ
たように、人事評価に関しても、法律の規定はありましたが、昔の裁判所はか
なり寛大に行政の裁量を考えていました。極端に言えば、「紙に書いてやって
いないだけで、頭の中でやっています」と説明しても、それも一つのやり方と
して、推奨はしないけれども、やっていないとは言えないと判断されていたの
です。単に欠勤の有無で差を付けて給与を支給するというやり方も、能力・実
績に基づく給与支給の一形態として寛大に認められていたということです。
　ところが、今はコンプライアンス重視の中で非常に厳しくなりました。例え
ば兵庫県宝塚市では、勤務評定に基づかないで給与支給をしたら、査定昇給部
分と勤勉手当については違法な支給として、基本的に返還が求められるという
一審判決が出ています。二審では、実際には宝塚市は人事評価を施行している
ので返還しなくてもいいことになったのですが、旧地方公務員法の時代とは状
況が変わってきたわけです。今の時代では、裁判所も住民の皆さんも、法律ど
おりに行われているかどうかを厳しく見るようになってきました。とても「頭
の中でやっている」「これもうちのやり方だ」などと割り切って言える状況で
はなくなってきています。この大阪の厳しい現状では特にそうかもしれません。
　従って、司法の世界、それから住民の世界において、人事評価の施行を定め
た法律をめぐる解釈が非常に厳しくなってきています。人事評価をせずに給与
支給すると、違法な支給として昇給部分の返還を求める訴訟を起こされるリス
クが常にあります。このリスクを考えると、職員の給与支給環境を守るために、
平成28年の４月からは必ず人事評価を入れてほしいと思います。
　取りあえず管理職だけに導入してもいいかと聞かれることがありますが、公
務員は管理職だけではありません。管理職だけだと一般職員が守られません。
必ず全職員を対象に入れないと給与返還訴訟リスクが付きまといます。ですか
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ら、最低でも平成28年４月から１年間試行して、再来年度の給与支給から結果
が反映されるというタイムスケジュールでないと、厳しい状況です。

（１）積極的な理由

　こういった消極的な理由も大事ですが、私が一番強調したいのは積極的な理
由の方です。よく「人材育成のために人事評価を入れている」という言い方を
しますが、今、個々の職員の基礎的な能力は昔に比べて非常に高くなってきて
います。大きい自治体はもちろん地方でも、公務員は民間よりも恵まれている
と思われていることもあって、公務員試験対策をしなければ、なかなか公務員
にはなれなくなってきています。ですから、かなり勉強して公務員になってい
る状況です。そして、試験で一定の成績を上げた人が公務員になるので、自分
としてはできるつもりの人が非常に増えています。
　ですが、できると思って入った後、その人が本当に能力をフル活用できてい
るかというと、それは自治体の大小にかかわらず、必ずしもそうではありませ
ん。本人はやればできるつもりで余裕を持って仕事をするのですが、それはで
きるつもりでいるだけで、その人が本当に仕事ができるかどうかは分かりませ
ん。つまり、どのくらいの業務量をこなせて、どのくらいのことを達成できる
かということについて、自分の認識と実績の間に大きな隔たりがあります。
　この乖離のせいで、いきなり非常に厳しい仕事を向けられたときに、急に仕
事ができなくなる人がいます。自分を自分で理解することができなくなって、
病気になったり、拒否反応を示したりするわけです。そうすると、人員削減も
進む中で、せっかく採用して配置してもらった職員が心の病気によってなかな
か業務をこなせなくなります。こういうことが少なくありません。従って、潜
在的に高い能力を持っている人に、どのぐらいの業務を課して、どこに課題が
あって、どのぐらいできたのかを毎年しっかりと自己認識してもらうことが、
本人のレベルアップのためにも、職場の能率向上のためにも非常に重要になっ
てきています。
　私はこの仕事を始めて30年ぐらい経ちますが、最初のころは、特に大都市圏
の自治体は牧歌的にやっていて、職員配置にも結構余裕があったように思いま
す。私は公務員制度の研究をしていたのですが、現場で職員の配置を見ている
と、私から見ても出来の悪い人の昇給・昇進が早かったのです。それはその人
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を異動させるためには仕方がなかったからです。戦力外の人に戦力外だと言う
と反発してさらに働かなくなり、職場の害悪になるので、とにかく職場の係の
中で「あの人は来年に必ず動かす」と約束して、代わりの人に仕事をさせてい
たわけです。そして、その人を必ず動かすためにどうしていたかというと、引
き取ってもらえるように勤務評定を良く書いて昇進させていたのです。このよ
うに、昔はほとんど画一的で給与が上がらない中で仕事をしない人が共存して
いました。それでも何とかなっていたのです。
　ところが、今はどんどん仕事が難しくなってきたので、仕事ができる人とで
きない人の差がついて、できる人ばかりに仕事が集中するようになってきまし
た。一方、仕事ができない人は、分限処分に相当するほどさぼっている人は意
外と少ないのですが、自分に仕事が回ってこない程度に手を抜きながら働きま
す。定型的な仕事が少なくなって、全ての仕事が難しくなってきている中では、
この潜在的な差が結構重い負担差として出てきています。こういう状況下で諸
個人がバージョンアップし、職場全体がモラルアップしていくためには、それ
ぞれに当該年度に自分がどのぐらい仕事をしたのかを自己認識してもらう必要
があります。そして、自己認識する過程の中では、金額差は大きくなくても、
結果を勤勉手当の支給や査定昇給に反映させなければなりません。人事評価制
度は、そのシステムをつくっていこうということです。

（２）勤務条件に反映

　人材育成のために人事評価は勤務条件に全く反映させるべきではないと言う
人もいますが、今は勤務条件に全く反映させないような人事評価をする暇はあ
りません。また、処遇に反映されないというルールでは、一生懸命仕事をしな
い人たちがどうしても出てきてしまいます。今の公務員の人事評価制度の制度
設計では、勤勉手当に回せる額と査定昇給に回せる額は決まっており、給与全
体でどうこうしようという形にはなっていないので、民間企業に比べればごく
一部しか差がつきません。ですが、ごく一部であっても、その人がどれだけ組
織にとってプラスなことをしたかを毎回きっちりチェックしていこうというの
が今回の制度の趣旨です。
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（３）今日的意義

　職員全体の高齢化が進む中で、人事評価は一段と重要になってきました。昔
は将来の昇給・昇進に対する漠然とした期待の中で、まさに市や町が伸びてい
くと同時に自分も伸びていくことが実感しやすかったのですが、今は高齢化が
進んできて、再任用・再雇用を含めて65歳までということで、良い意味でも悪
い意味でも出世に過度な期待はしなくなりました。ですが、公務員としてのプ
ライドがあるので、決められた仕事は満足のいく範囲でしっかりしたいという
人たちが増えてきました。こういう人たちに対するインセンティブとしては、
やった仕事の意義を十分に評価することが非常に大きなポイントになります。
つまり、高齢職員が増えていく中で、今までのように人事異動や昇進によるイ
ンセンティブがどんどん意味を持たなくなってきたので、勤勉手当や残業手当
の支給などによって、こなした仕事に対して年齢に関係なくしっかり評価して
ほしいということです。
　また、65歳まで仕事をしていくとなると、一度も管理職を経験せずに、例え
ば係長なら係長、主査なら主査で細かい仕事をやり続けた人の方が、中途半端
に管理職に出世して人を使って仕事をすることを覚えた人よりも、65歳時点で
の生産性が高いかもしれません。その人の仕事の仕方や個性にもよりますが、
そういうことも含めてきちんと勤務実績に応じてメリハリのある評価ができる
かということが問われています。従って、少子高齢化社会においては、人事評
価を通じて業績評価をこまめにしっかり行うことが、人材育成にとっても、職
場全体の能率向上にとっても欠くことのできない大きなプロセスと言えるので
はないかと思います。

３．導入に当たっての留意点
　人事評価制度を導入する積極的な理由はもう一つあります。先ほど、人件費
総額に与える影響は基本的にニュートラルだと言いましたが、実はこの制度は
定めた目標の達成を給与に反映させるというものですから、給与はどちらかと
いうと高くなる傾向にあります。大きいところだと川崎市がずっと人事評価制
度を施行していて、一時期は「西の大阪、東の川崎」といわれたこともある市
ですが、やはりラスパイレス指数が結構高いのです。ですから、人事評価を導
入した場合はラスパイレス指数が過度に高くならないよう留意しなければなり
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ません。
　ただ、人事評価制度は目標の達成を給与条件に反映させるというシステムな
ので、職員の給与環境にとってはプラスなのです。昔のように日本全体が伸び
ていたときは、全体一緒に昇給していくという大義名分でも住民は理解してく
れたかもしれませんが、今は住民の３～４割が高齢者になりました。これは半
分以上の人たちの給与が100万円以上200万円以下の水準だということです。こ
ういう人たちと公務員の給与を比べることが適当かどうかはともかく、世間全
体で所得水準が非常に低い中で公務員の給与水準についてそれなりにご理解い
ただくためには、やはり努力してこれだけ成果を上げましたという実績を積み
重ねていかなければいけません。そうしなければ、今の給与水準を維持してい
くのは難しいのではないかと思います。
　まとめると、職場全体の能率向上、個人の人材育成、それから公務員にとっ
て働きがいのある給与環境をつくっていくためにも人事評価を導入してほしい
というのが、私があらためて思うところです。

４．職員の信頼と制度趣旨
　人事評価の導入に当たって一番不安視される状況は、本格導入寸前の段階で
す。その必要性を訴えて、何か訳の分からない試行をしているときがピークで
す。実際にやってみると、やり方についての要望は出ますが、やること自体が
ナンセンスだという見解は少ないです。法律にも書いてある必要なことですか
ら、これ自体を否定することはできませんし、きちんとした評価をしてほしい
という要求は非常に高いです。従って、いたずらに試行期間を長くせず、しっ
かり行ってその結果を反映させ、その反映させていく過程の中でより良い制度
運用を心掛けていくことが人事評価をするに当たって重要なことではないかと
思います。

５．信頼確保のための措置
（１）目標管理

　評語付与方式と数値化方式のいずれも目標管理の手法を取るので、諸個人が
自分の目標をしっかり立てられるかどうかがベースになります。そうすると、
自分のやっている仕事では目標は立てられないと言う人が必ず２種類出てきま
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す。一つは、まさに庶務的な仕事、ずっと言われたことをやっている人です。
そんな中で目標と言われても書けないわけです。もう一つはこれとは対極的で、
割と枢要なポジションにいて、首長の小間使い的に特命で動いている人です。
要するに、年間で目標を立てるというよりも、その都度言われたことをこなす
という形で毎日を過ごしているので、年間目標は立てられないのです。
　ですが、公務員人生で考えると、年度当初に大体この線まで行けるかなとい
う目標があって、その目標を１年間でどのぐらい達成できたかを検証できて初
めて、本来の仕事の喜びというか、面白さがあるはずです。小間使いのように
使われていても面白くありませんし、ましてや言われたことを単に機械のよう
にこなしていても楽しいわけがありません。つまり、年度当初の目標が立てら
れないという姿勢自体が一番不幸なのです。目標を立てられない仕事はありま
せん。その人なりに自分の仕事に合った年間目標を立てて、それについて一定
の成果を自分なりに毎年検証していくことで、その過程の中で自分なりの人材
育成も可能になり、やりがいも感じるわけです。
　これは毎年自分で目標を立てる過程の中で、少しずつうまくなっていく側面
があります。導入初年度は目標を立てるのが大変なのですが、１回立てると、
２年目からは過去の自分の目標と前任者の目標を参考に立てればいいので、そ
んなに難しくありません。そうした過程において成熟し、目標を立てていける
かどうか、この積み重ねが人事評価制度にとって一番重要です。ですから、や
はり導入初年度が一番重要で、最初がいいかげんだと骨幹が揺らぐので、それ
に基づいて毎年バージョンアップしていくのは難しくなっていきます。逆に、
導入初めにかなり手間がかかることも考えながらしっかり立てれば、２年目以
降はルーチンの中で消化していけます。ただ、人事評価制度自体は２年目以降
もマイナーチェンジを繰り返します。従って、どうしたらより良い運用ができ
るかということを前提にマイナーチェンジしていくことが、この制度の適切な
運用方法です。
　それでは、どうしたら導入当初に職員の信頼を得られるのでしょうか。導入
当初は、細かいところまで正確に評価するのはなかなか難しいかもしれません。
ですから、初年度から勤勉手当や査定昇給に反映させるとしても、その反映さ
れる額の程度はより限定的にするという配慮があっていいかもしれません。ま
た、判定で難しいのは、真ん中のグループの人たちを適切に順番付けすること
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です。極端にできる人とできない人は、もともと人事評価に入れる前から世評
で出てきています。その世評が正しいかどうかは検証しなければいけませんが、
そこに適正な評価を下しているかどうかは、人事評価制度にとって大きな課題
になります。従って、大きなところで間違いがないかどうかを導入当初にしっ
かり担保することが重要です。

（２）画一的な評価

　信頼を確保するために人が人を評価するのは難しいことです。ですから、難
しい中でどうやったら納得できる評価ができるかということを考えてほしいの
ですが、一番重要なのは評価が安定していることです。評価が安定していると
いうのは、誰が評価しても同じような評価になるということです。こういう制
度を構築できているかどうかが重要になります。
　大相撲の勝ち負けの判定を例に挙げると、相撲を見ていてどちらが勝ったか
というのは、行司から見ても、桟敷席の観客から見ても、立見席の観客から見
ても、テレビスタジオから見ても、ほとんど同じです。立場が違ったら勝ち負
けが変わるということはほとんどありません。このように、どこにいる人が評
価しても、同じ評価が出ることが一番重要です。
　この逆が、評価者が違うと違う評価が出るような制度です。例えば360度か
ら評価するような制度を入れた方がいいのかということがよく議論になります
が、正解なのは360度から評価してもしなくても同じ評価が出るような制度で
す。360度から評価しないと一定の評価が出ないような制度というのは、部署
によって違う評価が出てくるということですから、むしろ駄目なのです。従っ
て、360度から評価しないで済むぐらいの安定的な評価が出るような制度設計
になっているかということを、常に心掛けてほしいと思います。
　仮に上司と部下の判断が異なる中で360度評価を入れたら、人事評価は混乱
します。評価すること自体は、管理職、上位者の仕事です。360度評価を入れ
なくて済むぐらいの判定をするには、特に人事評価の風土がないところで言う
と、事実に基づいてしっかり評定できているかどうかが重要です。裁量や判断
ではなくて、そういう制度設計になっているかということが一番重要なのです。
もともと仕事ができる、あるいは仕事ができないと決め付けられて、それを給
与に反映されて楽しい人は一人もいません。当該年度にどのぐらい仕事をして
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いて、結果的にどのぐらい貢献できたかということはある程度はっきりした事
実として存在するので、それについてしっかり評価をする必要があります。

（３）評価者の訓練

　これは評価者訓練も同じです。新しく評価者になる場合、監督職・管理職に
なる場合、階層が変わる場合は、評価するときの立場も変わってくるので、そ
こで研修を受けることは重要です。ただ、評価者の訓練を受けることは重要な
のですが、訓練を受けないと常に正確な評価が下せないようなシステムだと、
それはそれで課題があります。訓練に費やす時間はごく一部ですから、すぐに
忘れてしまいます。ですから、ある程度忘れていても、事実に基づいて正確に
判断できるような制度設計になっているかどうかが重要です。

（４）評価結果の活用

　評価の信頼性を最大限に保つためには、とにかく結果を使い続けなければな
りません。今はしなければならない仕事がたくさんあります。評価はしてもそ
の結果を使わないのであれば、使わない資料を作成しているのと同じですから、
忙しい中で時間をかけて正確な評価を下すことへのインセンティブはなくなっ
てきます。
　ある団体では、３年間試行して４年目に本格導入したのですが、１年目、２
年目、３年目と評価の精度はむしろ落ちてきました。しかも、３年目の評価結
果と４年目の本実施の評価は全く違いました。３年目は面倒くさいから自虐的
に悪い評価を出した人がたくさんいて、４年目の本実施では目いっぱい高く評
価しました。忙しいときにそれをしていますから、当たり前です。従って、評
価結果は必ずしっかり使うことが重要になります。

（５）苦情処理体制

　今はコンプライアンスの時代です。先ほど給与に関する住民訴訟の話をしま
したが、職員からもいろいろと苦情が出てくるようになりました。人事評価を
導入するときは、どうしても最悪の事態も含めて制度設計しておく必要があり
ます。ですが、実際に導入してみると、被評価者から出てくる苦情はそんなに
ありません。多いのは評価者からの苦情です。こんな評価票でどうやって評価
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するのか、あるいは特に標準以下の評定を下した場合に、これを異動にきちん
と反映してくれるのかといった苦情が出てきます。特にマークされている成績
不良者がいる課に対しては、その上司がどういう評価をするかということに、
担当課は細心の注意を払わなければいけません。こういう相談ベースの苦情が
出てきます。
　また、数は多くありませんが、評価された本人から評定への不満、訴訟が出
てくることもあります。これはそんなに多くありませんし、最後までするとは
限りませんが、こういう人が一人でもいると担当課にとってはかなりの負担に
なります。人事評価の制度を入れる限りは、そういうことについての事態も考
えて制度設計をしておくことが重要ではないかと思います。

６．管理運営事項
　最終的に給与に反映されるときに、勤務条件に関係する事象が出てきて、な
おかつ職員全体でハッピーにやっていくために全方位的な関心を持っているこ
とは重要ですが、評価をしていくこと自体は典型的な管理運営事項です。従っ
て、執行部として筋を通さなければならないこともあるということは、必ず考
えてほしいと思います。また、逆に組合から見てしっかり執行部に筋を通して
ほしいと思っていることもあることは、頭に置いてください。

７．人事評価結果の適正な分布
　人事評価については、無理に分布率を決めなくてもいいのですが、先ほど言っ
たように人事評価をやればやるほどラスパイレス指数は高くなる傾向があるの
で、実態に即して厳しく運営していることを一般住民に示せるようにしてほし
いと思います。その証になるのは最終的な結果です。特に公務員の場合は人件
費の枠が総体的に決まっているので、処遇できる優秀者の数や給与支給額は決
まっています。こういう前提の下では、標準の人に対して優秀者は２～３割と
か、一定の枠が支給水準に合わせて決まってきます。従って、上位者としては
一定の幅を設定せざるを得ません。ただ、上位者を割り振ることは、実際にやっ
てみると、そんなに難しいことではありません。本人は喜びます。問題は下位
者です。下位者については、無理に何割でなければいけないという決まりはな
いのですが、それが絶対水準に応じて本当に適正に付けられているかどうかは
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制度全体の信頼性を考える上で重要になります。
　職場面談をどんどん実施していくのも、勤務状態の悪い人にそれを自覚して
もらう必要があるからです。成績不良者は必ず一定程度いるので、本人に自覚
してもらうためにも、その人に対してきちんと評価が下されることが担保でき
るかということが制度の安定性にとって重要です。管理職だと標準に満たない
成績の人が１割未満ぐらいはいますし、最近は主事でも辞めていく人が結構い
ます。実はそういう人たちはきちんと人事評価すると、そもそも一定水準に達
していないことが多いのです。無理にあぶり出さなくても、その実態を適正に
評価できるようにしなければならないということに配慮してほしいと思いま
す。
　また、市役所の場合は、それぞれの部、課、分野で仕事を頑張っているので、
成績優秀者や不良者は一定の部局や課に集中するというよりは、それぞれの部
局あるいは課に存在します。そういうときは、ある部や課に優秀な職員を集め
て再編するよりも、適材適所を全庁的に行うことを心掛けていく必要があります。

８．評語付与方式と数値化方式
　そうした中で、大きな骨子としては、先ほど言ったように評語付与方式と数
値化方式の二つがあります。実績評価も能力評価もこの二つでは大きく方式が
異なっています。目標を立て、その目標に難易度を付けて達成度を見ていると
いうのは、評語付与方式も数値化方式も同じです。
　ただ、評語付与方式の場合は、全体の業績評価としては個々の目標を正確に
積み上げるのではなく、全体を総括して達成したかどうかを記述する形になっ
ています。制度設計の趣旨からすると、個々を記述して、その合計として総合
欄を書くというものなのですが、最初に総合評価ありきで書くこともできるの
で、そこは厳密に積み上げをしていません。ですから、目標に難易度を付けて、
その達成度を書いたとしても、最終結論ありきというか、業績面で最優良なの
か、標準なのか、標準未満なのかを頭の中で決めて評価するのが評語付与方式
なのです。
　この制度の場合は、どれくらいを上位にして、どれくらいを標準にするかと
いう相場観が上司にないとうまくいきません。絶対評価ありきでやっているか
らです。そして絶対評価だけでやると、上司によっては全員普通とか、全員上
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位といった結果が出てくるので、理屈をこねる人が出てきてしまいます。従っ
て、評語付与方式を運営していくに当たっては、何人を上位と評価して、何人
を標準と評価して、何人を標準未満と評価するかという相場観が上司（評価者）
間と上司・部下間で共有されていることが重要です。これが共有されていない
と、評価結果が非常に不安定になります。
　こういうことがあるので、国においても各省・局・庁によって評価結果が大
きく異なっています。上位者の数や標準未満の数が違っているわけです。これ
が評語付与方式の特徴です。相場観が共有されていれば、無理に数値化せずに
評価できるので省力でできるのですが、出された上司の結論に対して苦情が出
たり、説明責任を問われたり、細かく開示するように言われたときに対応でき
ない可能性はあると思います。それを職場全体で許容できるかどうかというの
が大きな違いです。
　数値化方式だと、目標をつくる段階で目標の難易度設定を調整して、自分の
業務量に応じてウエート付けしてあります。最初の目標設定の段階で成績があ
る程度分散するように設定されるので、これに即して評価すると、上司に相対
評価の分布感がなくても、また、各職員に絶対評価で行うものに対しても、正
面から応えることができます。しかし、そのためには、個々の目標をつくると
きに最初に目標設定したり、ウエートを付けたり、達成度を点数化したりしな
ければいけません。
　評語付与方式と数値化方式の二つはどこかで相対化する点では同じですが、
相対化のポイントが全く違います。ですから、この二つを併用すると、訳が分
からない評価結果しか出ません。最終的に数値化するかしないかは評価の下し
方で決定的に違うので、やはりどちらの方式でやるかは自分たちの属性の中で
考えてほしいと思います。
　私の経験では、今まであまり評価に慣れておらず、人数が多くて、成績結果
も開示していかなければならないようなところでは、評語付与方式よりも数値
化方式の方が客観性が強くて運用しやすいのではないかと感じます。ですが、
既に国に準じた方式でやっていて、ある程度うまくいっているところであれば、
評語付与方式でも十分できるかもしれません。ただし、評語付与方式の場合は、
ギスギスしたり、どこまで開示するかという問題が出てきたりするかもしれま
せん。それぞれ個別事情を踏まえて、しっかり判断していただきたいと思いま
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す。

９．能力評価の仕組みの違い
　最後に、能力評価のつくり方の違いについてご説明します。能力評価という
と、これまでは「できている」「普通」「できてない」を５段階ぐらいで評価す
るのが通常でした。学校の通知表の「行動の記録」のようなものです。これが
事細かに給与に反映されないのだったら、あまり気にしないかもしれませんが、
最終的に評価の違いが給与条件に影響を与えるとなると本人にとっては結構重
要になってきます。
　それではどのように評価するかというと、例えば松川町の評価ガイドブック
に「説明・応対」という項目があります。昔だったら、この項目についてはよ
く説明できるかどうかを１～５で判定していたのですが、それだとどこにどれ
だけ能力があるかということが判定しづらいので、今は事実として苦情やトラ
ブルを招いていなければ満点の８点、複数回あると６点、改善されていなけれ
ば３点と、それぞれ事実に応じて判定する形になっています。トラブルはあっ
ても１回程度だとすると、かなりの人は①「親切、適切な応対や十分な説明に
より、苦情、トラブルを招くことがない」として処遇されます。説明をうまく
できるかどうかはトラブルを招くかどうか以上に能力に差があるかもしれませ
んが、そこまで評価しても仕方がありませんし、また、１回あっただけで減点
すると、かえって本人が気落ちするだけなので、項目を限定して大ざっぱに減
点主義で評価しているわけです。これが数値化方式の大きな特徴です。
　もともとは全部これで評価していたのですが、そうすると加点的要素があま
りにも少ないことが問題になります。ですから結論から言うと、加点は業績評
価でして、減点は能力評価でするというのが、この制度運用に一番多いパター
ンです。ですが、それでもやはり能力評価の中に加点の要素も欲しいというこ
とでつくったのが、例えば「チームワーク」という項目です。標準（支障を来
していない）という評価だと８点、進んで手伝っていると９点というように、
１点だけですが加点の要素があります。実はこの１点が結構重いのです。加点
をもらうかどうかかでこの項目では差が付きます。ですから、上司が適切に評
価してくれていれば非常に有用ですし、上司がいいかげんに裁量を乱発してい
ると結果が安定しません。
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　要するに、導入の初期段階では、能力評価は項目限定の減点主義として、よ
り慣れてきたところに限定的に加点要素も含めて運用しているということで
す。いずれにしても最終的には勤務条件に跳ね返ってくるので、かなり慎重な
運用をしているというのが実態のように思います。皆さんにはこのような形で
やるか、伝統的に１～６までの評価方式でやるかを判断していただかなければ
なりません。伝統的にやった場合は、先ほどの業績評価と同じように最初に相
場観があって、それに即して個々の評価項目を埋めていくという作業になりま
す。そうした方が効率的・効果的なのか、それとも積み上げで考えていくべき
なのか、その辺は制度設計に当たってどうしても出てくる課題です。

　私は長野県南信州の松川町で、産業観光課長と人事評価制度担当を務めてい
ます。今日は松川町における10年間の取り組みを発表します。内容の構成は、
導入の経過、制度運用の概要、評価結果の活用術、導入の効果と今後の改善です。

１．長野県松川町の概要
　松川町は南信州、長野県南部に位置する、緑豊かなくだものの里で、今年で
果樹栽培100周年を迎えます。人口は1万3,300人、面積が72.90km2の小さな中
山間町です。
　松川町役場庁舎は、地方分権の時代を迎えて窓口あるいは全体のサービスが
変わってきたことを受けて、庁舎建設から30年後の2013年にリニューアルされ
ました。今年度の職員数は112人で、ピーク時（平成５年度）は143人でした。
また、集中改革プラン作成時には120人まで減り、一番少ない時（平成20～26
年度）は104～105人でした。類似団体内で職員数が最も少ない団体ということ
で、非常に効率的な組織体制で行政サービスを行っているのではないかと思い

　【第２部】　事例報告①「小規模自治体における導入から改善まで」
片桐	雅彦　氏

（長野県松川町産業観光課　課長（兼人事評価制度担当））
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ます。なお、その他に臨時非常勤職員が72人います。
　機構としては10課局、26係室あります。職員構成は平均年齢が37.3歳で、全
国平均と比べても比較的若い年齢で構成されています。職務の級は１級から６
級まであり、５～６級が課長、４級が係長、３級が主査、２級が主任、１級が
主事です。

２．松川町における人事評価導入の経過
　地方公務員法が改正され、総務省が地方公共団体における人事評価制度に関
する研究会を設置していますが、数年前から松川町もそれに参加しています。
先ほど辻先生から評語付与方式と数値化方式の説明がありましたが、松川町は
評語付与方式については国制度を、数値化方式については先進自治体の制度を
参考例にしています。

（１）二つのコミットメント

　松川町は、平成17年度に職員人材育成基本方針と自治体経営改革プランの二
つの宣言を行いました。前者は人材育成をこういう人事評価で図っていこうと
いうもので、後者は能力成果主義による人事評価制度を導入して行政サービス
を向上していくことを目標に掲げています。当時はまだ地方公務員法は改正さ
れていなかったので、職員から不安の声が多くあがりました。ですから、こう
いったコミットメントを公表し、後には引けない形にして進めていきました。

（２）制度設計

　制度設計は辻先生の指導の下で構築しています。川崎市の制度を準用し、小
規模団体に適合させるようにアレンジしました。外部委託は一切行わず、担当
職員１名が兼務体制で構築しています。人事評価シートはExcelを用いて作成・
管理しており、特別なシステムは入れていません。人事評価のルールは、「人
事評価制度ガイドブック」「人事評価制度Ｑ＆Ａ」「面談マニュアル」「評価者
必携」で運用しています。人事評価シートには、現在、一般主査以下、一般係
長以上、保育士主査以下、保育園係長以上の４種類があります。導入に当たっ
てはしっかりした制度設計が必要であると思います。
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（３）職員への説明、意見聴取

　われわれが人事評価制度を導入した10年前は、この長野県南信州の町村では、
なぜそのような制度を入れるのかという状況だったので、特に職員への説明や
意見聴取については導入段階から力を入れてしっかり行ってきました。
　その内容は四つあります。一つ目は職員人材育成推進委員会の設置です。こ
れは管理職以上（課長以上）の職員で構成され、この委員会で人事評価制度を
構築していきました。その際には職員組合の役員をオブザーバーとして参加さ
せ、いち早く職員に執行部の考えについて情報提供を行いました。
　二つ目は職員説明会と研修会です。導入初年度は述べ13回の説明会・研修会
を実施しました。13回全てに全職員が出席したわけではありませんが、当初は
何回も説明会を開きました。
　三つ目は職員アンケートです。こちらは平成19年度からほぼ毎年実施してお
り、職員に結果を公表しています。
　四つ目は苦情相談申し出制度です。これは総務課長を窓口として設置してい
るものです。ただ、実際の相談件数はわずかで、導入当時は年に１～２件ある
かないか、最近ではほとんどありません。苦情の内容ですが、われわれの団体
では、評価結果についての苦情というよりも、「面談をきちんとやってくれない」
といった運用についての被評価者から評価者への苦情がありました。それにつ
いては総務課長が評価者を呼んできちんと説明し、改善することで解決してき
ました。結果については、私が知る限り、具体的に相談の申し出があったこと
はありません。

（４）試行１年間で本格運用

　試行期間１年間で本格運用に移行しました。やはり自分の行った評価が部下
の給与等に反映されるという緊張感なくしては、精度の高い運用が得られない
ことが理由です。また、本格運用は１年間で行いましたが、給与等への反映の
拡大は上位職から段階的に行いました。なお、導入当初は、特に年功序列で成
果を上げてきたベテラン職員ほど不安が大きく、それから保育職からの反対が
非常に多かったです。試行運用から本格運用への移行の際は、職員の不安に配
慮しつつも、着実に実施していくということが大切だと思っています。
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３．松川町の人事評価制度の概要
（１）目標管理型人事評価制度

　目標管理型人事評価制度を導入しており、現在、全職員を対象に実施してい
ます。評価者と被評価者の関係ですが、被評価者が係員の場合は１次評価者が
直属の上司の係長、２次評価者が課長です。被評価者が係長の場合は課長が１
次評価者で、２次評価者が副町長です。被評価者が課長の場合は、管理職です
から評価者は１次評価者の副町長のみで、確認者が町長です。

（２）評価期間と評価の流れ

　制度は年度で運用しています。新規採用が４月にあること、それから予算年
度が４月から翌年３月までであることから、評価もしやすいだろうと考えて、
評価期間は４月から翌年の３月までです。
　年間４期に分かれており、年度当初の４～５月が目標設定期間になります。
年度当初に職員研修を行って、組織目標という課の目標を設定し、それを見て
被評価者本人の業務目標の設定を行います。この個人の業務目標の設定を行う
際は、目標設定時面談として１次評価者と被評価者が面談を行います。また、
年度当初に能力評価基準の確認を行います。
　業務遂行期間は12か月間です。この間、中間フォローを10月に実施します。必
ず上司と部下が中間フォロー面談を行い、フォローアップするようにしています。
　評価期間は１～２月です。評価の前には評価者に対して研修を行います。自
己申告を提出していただき、部下との評価時面談を行った上で、上司が評価を
行います。
　最終評価期間は３月です。３月の評価期間前には調整会議を開き、部署ごと
の評価のばらつきを調整します。最終評価が決定したら、評価結果を職員本人
にフィードバックします。フィードバックする際は、評価結果伝達時面談を必
ず行って評価シートを返します。

（３）組織目標

　業績評価、町の総合計画、振興計画、町長の施政方針などの大きな方針など
を踏まえ、課ごとに組織目標を設定します。これが個人の目標と町の総合計画
のつなぎになります。組織目標については、人事評価とは異なる形で四半期ご
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とに進捗状況を議会等に報告し、公表しています。

４．業績評価
（１）個人目標の設定

　業績評価では、まずは個人目標の設定を行います。被評価者は次のルールに
従って個人目標を設定しなければいけません。まず、職員ごとに目標設定数が
決められています。主査以下は４～５個、係長、課長は５～６個です。
　また、目標を設定する際は一つひとつの目標にウエート（パーセンテージ表
記）を設定していきます。このウエート設定方法も職員ごとに決まっており、
係長以下は業務の重要性に関係なく業務時間割で設定しますが、課長は管理職
の仕事の役割が大きいので、重要性や業務量を考慮して総合的に設定します。
一つのウエートの上限は30％です。一つの目標にウエートが偏ると、偏った結
果が出てきてしまうからです。それから、「目標」「期日」「水準」「手段・役割」
の四つの要素を明記しなければならないことになっています。
　一つひとつの目標には難易度を設定します。「更に難しい」がＡ、「難しい」
がＢ、「標準」がＣ、「標準以下」がＤという４段階になっています。難易度Ａ、
Ｂの目標についてはウエートの設定上限が45％です。なお、この目標設定は、
被評価者の設定を起点に、上司との面談を通じ、調整会議を経て決定されます。

（２）難易度マトリクス表

　難易度はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階ですが、その４段階を定める際の基準がマ
トリクス表です。困難度、貢献度、優先度の三つの軸と八つの分類があり、ど
ういう場合だと難易度が高く、どういう場合だと標準なのかということが分か
るようになっています。なお、各目標の難易度は一定のルールに基づいて総合
的に決定します。
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（３）達成度の判断基準

　目標管理の業績評価は、難易度とウエートを設定して、期末時点でのそれら
の達成度を点数化していく形になっています。達成度の判断基準は５段階あり、
目標を達成したらＴ３、目標を上回るとＴ２、目標を大きく上回るとＴ１、目
標を下回るとＴ４、目標を大きく下回るとＴ５となります。
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（４）難易度と達成度による点数化

　点数化するときに用いるのが、難易度と達成度による点数化のマトリクス表
です。縦軸が難易度で、横軸が達成度です。難易度はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階、
達成度はＴ１～Ｔ５の５段階で、実施しなかった場合はＮで０点となります。
　難易度Ｃの目標で達成度Ｔ３だと50点という配点になっており、これが基準
になります。難しくない目標でも、上位のＴ２評価になると65点になります。
逆に難しい目標はほぼ達成すれば65点です。この二つが同じ点数になるような
仕組みになっています。ただし、この理屈だと難易度Ｂの目標で達成度Ｔ４だ
と50点でもいいはずなのですが、マトリクス表では40点になっています。ここ
に工夫があると思うのですが、簡単な目標を難易度Ｂの目標扱いして、達成度
が良くなくても50点を取れるようにしていない、つまり難しい目標を安易に設
定させないようにリスクを入れているということです。なお、達成度は被評価
者の自己申告を起点に上司評価によって決定されます。

（５）業績評価シート

　松川町の人事評価シート記載例をご覧ください。

［業績評価］

職種 999 氏名

① ⑤ ⑨

② ⑥ ⑩

③ ⑦ ⑪

④ ⑧ ⑫

１次評価 ２次評価

難易度

H○○.5.16 ウェイト 面談日 H○○.10.4 面談日

① T2 T3

B 80 65

○○年度末

② T2 T2

C 65 65

○○年度末

③ T3 T3

C 50 50

○○年度中

③ T4 T3

C 30 50

○○年度中

合
計
点

53 56

15

１次評価の理由
達成度の自己申告

13

目
標
3

13

・年間平均700件ほどある課税
基礎データを適正かつ迅速に
処理し、課税すべき案件につ
いては○月まで電算入力を行
う。・年度中途で判明した課税
案件についても、把握の翌月
には課税できるようにする。

・担当する○○地区の○○件分
について毎月のチェックリスト照
合や入力後のチェックを確実に
行う。・チェックリストを新たに
データ化する。・課税案件の点
検を○月と○月に実施し、翌月
までに課税処理を行う。

15

13

9

期日

・チェックリストの照合や入力後の
チェックを確実に実施し、○○月ま
でに全て処理できた。・過年度分
データも含めてデータ化を図ること
ができた。・随時課税分について
も、ごく一部の課税調査を要する特
殊案件を除き、翌月に課税した。

・結果的に課税基礎
データが600件弱で
あった概ね課税処理
は適正に処理され
た。課題であった
チェックリストのデー
タ化が図られた。

・窓口主担当として正確な対応を実
施することができた。・対応マニュア
ルは○月までに作成したが、課内
職員研修は○業務を優先させたた
め未実施となった。・課税免除の相
談についてはトラブルとなることも
あったが、説明は適切に行った。

綿密な計画と前倒し
しての業務遂行によ
り、地域指定にまで
結びつけた。

・○○事務窓口について住民
を長時間待たせないよう問い
合わせや提出書類の対応を行
う。
・○○税の免除の処理は、概
ね10日を目途に行う。

・○○事務の窓口として的確な
説明応対を行う。・窓口担当とし
て対応マニュアルを作成し、課
内職員研修を実施する。・課税
免除の相談に対し制度について
簡潔に説明を行い、必要書類を
的確に指示する。

16

15

・○○事業を○○月までに実施
する。
・次年度区域指定に向けた方針
をを決定するため、全ての〇〇
団体との会議を実施する。

・〇〇区域の指定に向けて、〇〇
団体と○○回にわたる会議を開催
し、緊密な連携を図り方針を決定
し、前倒しで住民説明会を○○地
区で開催し、○月までに〇〇区域
に指定を受けることができた。

30%

○○区域指定につい
ては前倒しで進めら
れているので、年度内
に地域指定まで進め
られるよう取組内容の
見直しを行った。

平成27年度 人事評価シート

職名

目標設定面談日

①何を（目標の標題）
②いつまでに（期日）

達成度

××　××

評価

点数

所属 主査

組
織
目
標

事務

〇〇事務の見直しと経費削減

〇〇事業の推進

課税事務の適正な処理と税収の確保

職員コード

２次評価の理由
（１次評価と異なる評価をした

場合は必ず記入）

・目標1は難易度B設定を概ね達成しているに止まるのでT3評価とする。
・窓口での課税免除の相談については、特殊案件が多く、ベテラン職員でも困難なケースであり時間がかかるのもやむを得ないものである。

H○X.1.18

○○事業の円滑な執
行と○○区域指定の
検討

期日

窓口での適切な住民
対応

・調査が2か月遅れたが、審議会に
おける今後の方針は×月までにま
とめた。・調査結果を分析し利用率
が低い△について改善方法を立
案、経費を○円削減した。・利用率
は現状維持止まるが、HPのPRによ
り利用率向上につなげたい。

・調査、審議会の運
営も概ね予定どおり
進めコスト削減につ
なげることができた。

・相談対応では知識
不足等から必要以上
に時間をかけており
住民を長時間待た
せることが多く、トラ
ブルを誘発した。30%

××課　××係

④どのような方法で
　どのような役割を

（手段）
③どこまで（水準）

・○○事業は10年
を経過し、利用者
の減少と経費増大
が課題とされてお
り、内容を早急に
精査する必要があ
るため。

関連する
組織目標 中間フォロー

〇〇税課税事務の適
正処理

難易度A・Bの
理由

期日

・○○事業を適切に執行する。
・〇〇団体と緊密な連携を図
り、〇〇区域の指定について
検討し方針を決定する。

20%

目
標
4

期日

20%

予定どおり懇談会を
終了し審議会の審議
も順調である。引き続
きアンケート調査とHP
サイト構築に速やかに
着手すること。

・○○事業について、課題とさ
れている利用率向上を図る。
（○○％）
・効果的な事業方法を検討し
経費の節減を図る。

・利用地域別懇談会を開催す
る。（○○箇所）・利用者アンケー
ト調査を実施し分析を行い、○
○検討審議会において改善策
を決定し、○月までに見直しを
行う。・利用率向上に向けたHP
サイトを構築運営する。

目
標
１

目
標
2

・相談対応の際に緩
慢な対応が目立つた
め注意を与えた。

〇〇事業の実施と○
○検討審議会の運営

・各課の組織目標（標
題）を記載する。 

・難易度Ａ又

はＢの場合は

その理由を記

載する。 

・高い難易度は

T3 でも高得点が

配点されているの

で、過大な加点と

ならないよう注意

が必要。 

・４～５の業務目
標を設定する。
（全ての担当事務
をカバーするよう
に設定するこ
と。） 

・目標の達成に向け、「どのよ
うな方法で」「どのような役割
で」行うのかを記載する。 

・「目標の達成期日」を
記載する。 

・「どこまで（どの程度の水
準まで）」活動するか、達成
するのかを、「数値」又は
「具体的な状態」で表現する。 

・1つの目標は
最大30%以内
とすること。
（難易度A及び
Bは総和で45％
以内） 

・評価理由は
必ず記載する。 

・２次評価で、
１次評価と異な
る評価をする場
合は必ず理由を
記載する。 

-1-
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［業績評価］

職種 999 氏名

① ⑤ ⑨

② ⑥ ⑩

③ ⑦ ⑪

④ ⑧ ⑫

１次評価 ２次評価

難易度

H○○.4.30 ウェイト 面談日 H○○.10.4 面談日

① T4 T3 

C 30 50

○○年度末

③ T2 T2

C 65 65

○○年度末

① T3 T3

B 65 65

○月末

① T3 T3

C 50 50

年度中

合
計
点

50.75 56.75

・家庭との連絡を密にし、安心
と信頼を得られるような対応援
助を行う。

・連絡超に目を通し、子供の様
子について丁寧な返事を行う。・
子どもの健康状態を観察し、体
調不良への処置や保護者への
連絡を速やかに行う。・感染症等
について情報提供を的確に行い
予防対策を徹底する。

・郡研究課題に取り組み、視聴
覚教材の活用方法を検討す
る。

・計20回の点検を実施した。・点検
結果を職員会議に図り、職員の意
見や点検業者との打合せを実施
し、安全管理マニュアルを作成する
ことができた。

・作成されたマニュア
ルを町内全保育所
の安全管理に適用
することができ、大き
な効果があった。

・新型インフルエンザ対策につい
て、難しい対応を迫られたが、体温
計の設置対応など対応できた。・就
学に向けた保護者面談を実施して
就学相談に結びつけることができ
た。

・視聴覚教材の活用
について具体的な提
案と実施に向けた準
備まで行うことができ
た。

・遊具に定期点検（月1度）を確
実に実施する。・上記点検を踏ま
え、定例職員会で、施設管理の
改善提案を行う。

25%

目
標
3

期日

目
標
１

目
標
2

期日

・園内施設の安全管理を適切
に行う。
・施設整備不備による事故等
は発生させない。

年間計画に基づく4
歳、障害児クラスの運
営

・4歳、障害児クラスについて、
基本的な生活習慣が身に付
き、様々な活動に主体的に取
り組めるようなクラス運営を行
う。

25% 12.5

16.25

12.5

13

16.25

20%

・郡保育研究委員会へ全会出席
し、職員会議での検討を実施し
た。・○月郡研究会までに、活用方
法の提案を行うことができた。・活用
方法については新年度より実施で
きる見込みである。

点数

・計画どおり連絡帳とクラス便りを発
行し、送迎時の積極的な声掛けに
より保護者への丁寧な対応と支援
を行った。・保護者の相談時にトラ
ブルがになることがあったが説明応
対はきちんと行った。 15

療育施設と保護者の
関係において迅速な
相談対応ができな
かったため、注意指導
を行った。

平成27年度 人事評価シート

職名

目標設定面談日

①何を（目標の標題）
②いつまでに（期日）

達成度

××　××職員コード

30%

・家庭との連携を密にし、週1回
以上のクラス便りを発行する。・
発達状況に応じ基本的生活習
慣指導を行う。また、加配保育士
と毎日打合せを行い障害児への
適格な対応を行う。

連絡帳について、園
側からアプローチする
よう助言した。

・相談時のトラブルで
は迅速な対応ができ
なかった。・クラス便
りについては表現方
法など向上した内容
で対応できた。

13

・保護者面談は内容
回数とも丁寧に実施
することができた。・
新型インフルエンザ
対応も迅速かつ的確
に対応できた。

9

達成度の自己申告③どこまで（水準）

保育士

・毎月の郡保育研究委員会へ出
席し、町内保育所会議において
主体的に検討を行う。・○月郡研
究会までに、具体的な活用方法
の提案を行う。

視聴覚教材の活用
については、高度
の創意工夫が必要
であり、保育サービ
スの向上が見込ま
れる。

評価
中間フォロー

子どもたち一人一人が現在を最も良く生き望ましい未来を創りだ
す力の基礎を培う。

温かい作りたての給食を提供し幼児食育を推進する。

健康で安全に過ごせる保育環境を提供する。

関連する
組織目標 １次評価の理由

所属 主査

組
織
目
標

④どのような方法で
　どのような役割を

（手段）

こども課　保育所係　○○保育園

２次評価の理由
（１次評価と異なる評価をした

場合は必ず記入）
・相談対応については、家庭側の事情による要素が大きく、養育施設との連携が迅速でなかった点もやむを得ない。経験がある保育士でも困難なケースであった。

H○X.1.18

安全な保育環境の整
備提供

期日

信頼関係を築く保護
者支援と子どもの健
康保持

郡保育研究委員

難易度A・Bの
理由

目
標
4

期日

・保育所の目標（標題）
を記載する。 

・難易度Ａ又

はＢの場合は

その理由を記

載する。 

・４～５の業務目標を設
定する。（おおよそ自分
の担当事務をカバーする
ように設定すること。） 

・目標の達成に向け、「どのよ
うな方法で」「どのような役割
で」行うのかを記載する。 

・「目標の達成期日」を
記載する。 

・「どこまで（どの程度の水準ま
で）」活動するか、達成するのかを、
「数値」又は「具体的な状態」で表現

・1つの目標は
最大30%以内
とすること。
（難易度A及び
Bは総和で45％
以内） 

・評価理由

は必ず記載

する。 

・２次評価で、１
次評価と異なる評
価をする場合は必
ず理由を記載する。 

-3-

-2-

［能力評価］ 係長以上用 職員コード 氏名

要素 自己アピール等 点数 評定の根拠となる事実等 点数 要素 自己アピール等 点数 評定の根拠となる事実等 点数

3

1

5

1

1

3

合計

52.50 53.50 補職

50.00 50.00 氏名

総
合
意
見

総
合
意
見

H○X．3．30

自己申告

△△△　・・・・・　。

【総括表】 2次評価 最終評価

1次評価

　5　4　3　2　1

7

今年から係長となり、
自分の業務で手いっ
ぱいな面はあったが、
部下の業務をフォロー
することはできた。

②　部下の活用・育成が十分でなく、組織としての成果
を上げていない事実が複数回ある。

5

業績評価

確認者

②　業務知識の不足により、他からのサポートがな
いと軽微なミスをしたり、職務遂行に軽度の支障をき
たしている事実がある。

○課長　○○ 補職、氏名 副町長　○○

町長

○　○

3

今年から係長となり、
評価者としては初めて
であり面談や指導は難
しかったが、制度は理
解しており、概ね適正
にできた。

103.50

2
次
評
価
者

能
力
評
価
意
見

評価項目

②　上組織目標や上司の指示に対して、適合する
方法により円滑な事務の執行を図ることができない
ことが複数回ある。

①　業務の遂行に必要となる知識を有しており、そ
れを活用して業務を正確かつ円滑に処理している。

②　説明不足や調整が不十分であることにより、事
業や施策のスケジュールの遅れ又は苦情トラブルを
招いている事実が複数回ある。

③　②の事項について、改善されない。

③　②の事項について、改善されない。

1次評価
内容・程度

◎　自らの担当業務を超えて、他部署や他職員の業務
に対し、自ら進んで支援し、組織全体の業務遂行に取り
組んでいる。

①　○自ら進んで又は要請や依頼があれば協力し、全
体の業務遂行やチームワークに支障を来すことがない。
・チームワークは、①が標準です。

能力評価

1次評価

かなり苦労したようだ
が、全体は通じて概ね
適正な評価がなされて
いる。制度をよく理解
しており評価シートの
作成も的確である。

姿
勢
・
態
度

服
務
規
律

①　面倒な仕事を他人に押し付けたり責任を回避したり
ぜず、自己の役割を果たしている。

配
点

内容・程度

1
次
評
価
者

自己申告

△△△　・・・・・　。

補職、氏名

係長1年目であったが、通年多い業務量を的確にこなし、誠実に能力が発揮されている。特に○○事業については、他
自治体に先駆けた取り組みであり、全庁的な業務の効率化に結びついたのは高く評価できる。積極的に課題に取り組
み同僚からの信望も厚い。今後も引き続き現在のスタンスで業務に取り組まれることを期待します。

2
次
評
価
者

①　説明や調整を十分行い、事業や施策のスケ
ジュールの遅れ又は苦情トラブルを招くことがない。

8

説
明
応
対

6

0

平成27年度 人事評価シート〔係長以上用〕
999 ××　××

評価項目 配
点

2次
点数

2次
点数

○○事業に関する交
渉は困難であり、業務
は一部遅れたが、比
較的順調に進められ
た。

2

5

3

3

5

①　親切、適切な応対や十分な説明により、苦情、
トラブルを招くことがない。

②　不適切な応対又は説明不足により、苦情やトラ
ブルを招いている事実が複数回ある。

5

②　ＩＴの利用にあたって、他の職員に依存しなくて
も業務を正確、円滑に処理し、業務遂及びセキュリ
ティ確保に支障をきたしている事実がある。

③　②の事項について、改善されない。

対
人
能
力

知
識

業
務
知
識

Ｉ
Ｔ
技
能

①　ＩＴの利用にあたって、他の職員に依存しなくて
も業務を正確、円滑に処理し、業務遂及びセキュリ
ティ確保に支障をきたすことがない。

②　業務遂行の過程でチームワークに支障をきたす非
協力的な行為が複数回ある。

新たに○○出前講座
をパワーポイントで作
成プレゼンを実施し
た。○○事務に関する
説明応対は特に問題
なく進められている。

8

ITの利用にあたり業務
に支障をきたすことは
ない。○○に関する
HPサイトを作成するこ
とができた。

○○事務に関する苦
情はあったが、制度自
体に対するものであ
り、説明や応対は適切
でありった。

8

5

役
割
意
識

2

事業全般に必要な資
料については日頃か
ら専門誌等チェックし
ている。また、本年度
は○○研修会へ参加
し業務知識の向上に
努めた。

8

5

チ
ー

ム
ワ
ー

ク

②　面倒な仕事を他人に押し付けたり責任を回避したり
して、自己の役割を果たしていない事実がある。

①　下記のいずれにも該当しない場合。

0

6

1

5

3

②　職場の士気を低下させるような行為が複数回ある。

③　職場の士気を低下させるような行為が度々ある。

配属年数が長いため、
他の職員から業務の
進め方について相談
を受けたりすることが
多かったが、本年度は
業務に追われあまり対
応することができな
かった。

他人に業務を押し付
けたり、責任を回避す
ることはなかった。

特に該当となる事実は
なかった。

2

3

③　②の事項について、改善されない。

5 5

3

5

3

7

5

3

5

自らの業務に負われ
ながらも、部下の業務
遂行状況を把握し、適
切なアドバイスを行
い、自ら業務をフォ
ローしたことにより、係
全体の適正な業務遂
行に寄与した。

特に該当となる事実は
なかった。

当課でもっとも勤続年
数が長く、皆に頼りに
されている。また、若手
職員へのOJTや業務
の補助なども率先して
行っていた。

5

役場職員、係長職とし
ての責任感が強く、誠
実に職務に取り組んで
いる。

3

7

5

2

常に書籍、新聞等に
目を通し他の自治体
等の情報を収集して
いる。また、業務を調
整し積極的に研修等
へ参加し知識の習得
に努力している。

事業の調整において
相手方の主張に対し
当方の主張を行わな
かったため、その後の
交渉に齟齬をきたし時
間を要した。

3

IT担当者を担ってお
り、特に問題はない。

5

3

2

姿
勢
・
態
度

◎　通常の範囲を大きく超え、自ら主体的に課題を
見出し、調査分析等により解決策を考え、適合する
方法により実施している。

7

①　◎、②に該当しない場合。 5

課題抽出と新しい事案
の提案が常に行われ
ており、複数の課題に
対する提案実施項目
があった。特に、○○
制度は他自治体に先
駆けた対応でありその
精度も高いものであっ
た。

5

○○制度の新設、○
○システムの企画立
案、○○要綱の策定
などを実施することが
できた。

③　②の事項について、改善を行わない。

人
事
評
価

①　部下の業績や能力について、客観的事実を基に公
平な観点から適正な評価を行っている。

5

評価結果の伝達面談日

企
画
実
行
力

7

7

5

折
衝

②　被評価者の業績や能力について、適正な評価を
行っていないと判断できる事実が複数回ある。

3

③　②の事項について、改善する努力を行わない。 1

管
理
能
力

指
導
・
監
督

◎　通常の範囲を大きく超え、部下の指導監督を行って
いる。

8

①　部下の業務内容等を十分把握し、職位に応じた業
務分担や能力適正に応じた指導監督を適正に行ってい
る。
・指導監督は、①が標準です。

7
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人事評価制度～本格実施に向けて～
●●●

●●●

　１～２ページが一般の行政職員の例で、３～４ページ目が保育士の例です。
なお、それぞれ１ページ目が目標管理などの業績評価シート、２ページ目が能
力評価シートです。
　業績評価シートには、まず、所属などの基礎情報と組織目標の欄があります。
その下に、「①何を（目標の標題）、②いつまでに（期日）」「③どこまで（水準）」
「④どのような方向でどのような役割を（手段）」「難易度Ａ・Ｂの理由」とい
う項目があります。また、併せて関連する組織目標の番号、目標の難易度、ウ
エートを記入するようになっています。ここまでを年度当初に設定します。
　その右に中間フォローの欄があります。ここには10月の中間フォローで上司
が部下に対してフォローした内容が書き込まれます。そして、さらに右に「達
成度の自己申告」「１次評価者の理由」という項目と具体的な点数化をする欄
があります。「達成度の自己申告」では、自分でどこまでやったか、どういっ
たことができたかということを自己申告します。「１次評価の理由」には、上
司が評価の理由を記入します。最後の点数化の欄は縦に二つに分かれており、
左は１次評価者が、右は２次評価者が記入します。
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［能力評価］ 園長用 職員コード 氏名

要素 自己アピール等 点数 評定の根拠となる事実等 点数 要素 自己アピール等 点数 評定の根拠となる事実等 点数

5 6

5

3

1

1

3 5

7

6

4

1

3

1 3

1

1

合計

52.00 50.00 補職

49.00 51.00 氏名

総
合
意
見

総
合
意
見

H○X．3．30

業
務
遂
行
能
力

安
全
管
理
能
力

①　安全管理、衛生管理など、事故防止のための
知識と業務の手順を意識しており、事故を未然に防
いでいる。

6

専
門
技
術

今年から園長とな
り、周囲の職員から
のサポートでようや
く業務をこなすこと
ができた。

③　②の事項について、改善されない。

7

保育計画に基づき
適切に業務を遂行
した。また、新たに
担任した○○につ
いて計画どおり実
施することができ
た。

③　②の事項について、改善されない。

意見調整において
不十分な面があり、
保育園全体の事業
進捗に影響を与え
た。

③　②の事項について、改善されない。

5

5
②　不適切な応対又は説明不足により、苦情やトラ
ブルを招いている事実が複数回ある。

企
画
実
行
力

園周囲や遊具の安
全確認は確実に
行った。本年度の
新型インフルエンザ
対策については大
きな混乱もなく対応
できた。

①　親切、適切な応対や十分な説明により、苦情、
トラブルを招くことがない。

②　事故防止のため定められた業務手順を、遵守し
ないことが複数回ある。

3

5

3

今年から園長となり
苦労していたが、必
要な知識や技術は
身についており業
務に支障はでてい
ない。さらに、新た
な知識の習得にも
励んでいる。

6

安全管理、衛生管
理は常に意識され
ている。新型インフ
ルエン対策につい
ては園長として主体
的に対応できてい
た。

5 5

保護者とのコミュニ
ケーションは適切に
対応できている。部
下職員への苦情に
対しても的確に対
応した。

5

きちんと自己管理が
できており、仕事も
きちんとスケジュー
リングを行い実施し
た。

自己申告評価項目

業績評価

1次評価 2次評価 最終評価

自己申告配
点

①　業務の遂行に必要となる知識を有しており、それを活
用して業務を正確かつ円滑に処理している。

内容・程度
2次
点数

1次評価

平成27年度 人事評価シート〔園長用〕
999 ××××

評価項目 配
点

2次
点数

1次評価
内容・程度

1

5

姿
勢
・
態
度

チ
ー

ム
ワ
ー

ク

②　部下の活用・育成が十分でなく、組織としての成果を上げ
ていない事実が複数回ある。

◎　自らの担当業務を超えて他部署や他職員の業務に対し、
自ら進んで支援し組織全体の業務遂行に取り組んでいる。

①　自ら進んで又は要請や依頼があれば協力し、全体
の業務遂行やチームワークに支障を来すことがない。

役
割
意
識

①　面倒な仕事を他人に押し付けたり責任を回避したり
ぜず、自己の役割を果たしている。

◎　通常の範囲を大きく超え、部下の指導監督を行って
いる。

5

◎　通常の範囲を大きく超え、自ら主体的に課題を
見出し、目標を設定、適合する方法により計画的に
実施している。

①　基準◎、②に該当しない場合。 5

1

③　②の事項について、改善の努力を行わない。

服
務
規
律

6

②　職場の士気を低下させるような行為が複数回ある。

①　下記のいずれにも該当しない場合。

3
園長として役割は
果たすことができた
と思う。②　面倒な仕事を他人に押し付けたり責任を回避したり

して、自己の役割を果たしていない事実がある。

6

3

5 6

面倒な業務も積極
的に担い、園長とし
て責任を以って業
務を遂行した。

3

当保育所でもっとも
勤続年数が長く、皆
に頼りにされてい
る。また、業務量が
多い中において、
進んで若手保育士
へのOJTや業務も
補助していた。

5

6

③　②の事項が、改善されない。 0

配属年数が長いた
め、他の職員から保
育や職場全体の業
務の進行について
相談を受けたりする
ことが多かったが、
経験ノウハウを伝え
ることができた。

③　②の事項について、改善されない。 0

②　業務知識の不足により、他からのサポートがな
いと軽微なミスをしたり、職務遂行に軽度の支障をき
たしている事実がある。

3
②　業務遂行の過程でチームワークに支障をきたす非
協力的な行為が複数回ある。

①　説明や調整を十分行い、事業や施策のスケ
ジュールの遅れ又は苦情トラブルを招くことがない。

5
本庁、保育園間の
意見調整に苦労し
た点があったが、概
ね問題はなかった。

③　②の事項について、改善されない。

②　説明不足や調整が不十分であることにより、事
業や施策のスケジュールの遅れ又は苦情トラブルを
招いている事実が複数回ある。

3

2
次
評
価
者

能
力
評
価
意
見

保育園間の意見調整では、準備や情報共有で課題はあったが、タイトなスケジュールの中での本年度新規事業への対応でありやむを
得ない面が大きい。反省点は、次年度の取組へ活かしてもらいたい。

【総括表】

3 5

対
人
能
力

説
明
・
応
対

保護者との相互理
解に努め、声かけ、
面談、連絡帳によ
り、トラブルを招くこ
とはなかった。

5
折
衝

○○　○○ 補職、氏名 ○○　○○

101.00 5　4　3　2　1
能力評価 ○○　○○

○○　○○

②　担当業務に対する段取手順等の適切な計画を
たてて業務を遂行していないことが複数回ある。

3

①　部下の業務内容等を十分把握し、職位に応じた業務分担
や能力適正に応じた指導監督を適正に行っている。

2

1
次
評
価
者

△△△　・・・・・　。

2
次
評
価
者

△△△　・・・・・　。

補職、氏名

管
理
能
力

評価結果の伝達面談日

特に該当となる事
実はなかった。 5

特に該当となる事
実はなかった。 5 5

確認者

今年から園長とな
り、初めてであり難
しかった。

5

かなり苦労したよう
だが、概ね適正な
評価がなされてい
た。

指
導
・
監
督

③　②の事項について、改善を行わない。

人
事
評
価

①　部下の業績や能力について、客観的事実を基に公
平な観点から適正な評価を行っている。

5

③　②の事項について、改善する努力を行わない。

②　被評価者の業績や能力について、適正な評価を
行っていないと判断できる事実が複数回ある。

5 5

今年から園長とな
り、自分の業務で手
いっぱいな面は
あったが、部下の業
務をフォローするこ
とはできた。

6

部下の業務遂行状
況を把握し、適切な
アドバイスを行い、
園全体の適正な業
務遂行に寄与した。

6 6
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　例えば目標１をご覧ください。この目標１は難易度がＢ、ウエートは20％で
す。結果は、達成度が１次評価者の評価だとＴ２（目標を上回る結果を出せた）
となっており、点数は80点となっています。この80点の20％に当たる16点が実
際の点数として付けられます。このように目標ごとにそれぞれ点数を出したも
のの合計が、この人事評価シートの例だと53点です。標準は難易度Ｃの目標の
Ｔ３で50点ですから、普通にやれば業績評価は合計50点になります。

５．能力評価
（１）評価方法・評価要素・評価項目

　能力評価は、先ほど辻先生から話があったとおり、職務の遂行において発揮
された能力や職務への取り組み姿勢・態度について評価を行い、減点方式を基
本としています。

　評定要素は「知識」「対人能力」「姿勢・態度」「管理能力」の四つ、評価項
目は「業務知識」をはじめ10項目あります。松川町では配点基準が係員と係長
以上の２種類になっています。減点方式ですから、基本的には達成すれば基準
点が与えられます。配点基準は細かくすると主査、係長以上、課長などにさら
に分けられ、配点なども違ってくるかもしれませんが、あまり細かくすると煩
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雑になって大変なので、係員と係長以上の２種類にしか分けていません。この
能力評価についても、被評価者の自己申告を踏まえて、上司評価により決定さ
れるという形になっています。

（２）能力評価シート

　自己申告で自分がやったことを書いて、評価者は被評価者がそれを確かに
やったかについて評価するという形になっています。ここでポイントになるの
は、持っている能力ではなく、この１年間の職務の遂行において発揮された能
力や職務への取り組み姿勢・態度について評価を行うことです。その点は注意
が必要かと思います。

６．最終評価と評価結果のフィードバック
　業績評価点と能力評価点の合計点が総合評価点、すなわちその年の最終評価
点になります。この総合評価点を５段階で最終評価に区分するために、総合評
価基準点を定め、最終評価を決定することになっています。総合評価基準点は、
全職員の総合評価点が確定した後の３月末に決定します。なお、上位である【５】
【４】については人数割合を定め、相対的に区分されるようにしています。また、
標準以下については総合的に判断して基準点を決定しています。評価シートは
被評価者本人にフィードバックされます。
　目標管理を通じて職員がレベルアップを図っていくことが、この人事評価の
目標の一番重要なところだと思っています。この制度では職員が自ら組織目標
にリンクさせた個人目標を設定し、それを自己管理して職務を遂行するわけで
すが、その際に上司がそれを支援して目標を達成させていくというのがこの目
標管理の良いところではないかと思います。つまり、上司が目標管理の中で部
下の業績をフォローすることにより、部下がだんだん仕事をできるようになっ
ていき、人材育成を図ることができるということです。

７．評価結果の分布状況
　適正な運用を確保するためのポイントについて述べていきたいと思います。
平成26年度の一般事務職78名の得点別分布は正規分布に非常に近い形となって
おり、給与への反映を行っている職員ではよりフラットになる傾向が見られま



おおさか市町村職員研修研究センター

4

事例研究

93

●●●

●●●

す。小規模人数の職場ではお互いに業績と能力を実感しやすいことが理由では
ないかと思います。ワンフロアに100人ほどしかいないので、大きな職場と違っ
て大体は面識がありますから、一緒に仕事をしたことがなくても、相手がどん
な人かということは大体分かっているわけです。特に極端に成績が良くない職
員だと、窓口で住民とトラブルになったとか、いろいろな情報が入ってきます
から、そういったことが影響しているのではないかと思います。ただ、逆に色
眼鏡的に見てしまう可能性もあるので、その点については注意が必要だと思っ
ています。

８．適正な運用を行うためのポイント
（１）調整会議

　調整会議には課ごとのばらつきを点検調整する機能があります。現在は、副
町長と課長面談時に総務課長が同席し、３人で行っています。その際は課別の
評価状況を参考資料とし、また、人事管理の資料（超過勤務・休暇の取得状況
など）を補足資料として、健康管理の面からも確認するようにしています。こ
の会議は目標設定時、中間フォロー時、達成度評価時の３回にわたって実施さ
れます。
　導入当初は課長たちを集めて行ったのですが、やはり他の課の資料に文句を
付けるようになると、なかなかうまくいかなかったので、現行の形になりまし
た。ただ、今は10年目を迎えてだいぶ制度にも慣れてきたので、今後は課長以
上の評価者による合同会議形式で調整会議を実施していった方がいいのではな
いかと思っています。

（２）面談と評価者研修

　面談によるコミュニケーションと評価者研修は非常に重要です。面談は年４
回行いますが、これをしっかり実施していくことで、苦情などがあまり出てこ
なくなるのではないかと思っています。また、評価者研修はこれまでは説明会
方式だったのですが、最近ではワークショップ方式も行っていて、評価者が個
人的に課題だと思っている点などについて情報共有して意見交換をしていま
す。そういうものはとても効果的だと思います。
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（３）職員アンケート

　松川町では職員アンケートをとても大事にしており、導入当初から実施して
きました。内容としては、例えば「面接では被評価者として上司とのコミュニ
ケーションが図られましたか」「人事評価の運用は、職員の能力開発や人材育
成に有効であると思いますか」「給与等への反映職位についてどうお考えにな
りますか（妥当ですか）」といった項目があります。結果としては、一つ目の
面接でうまくコミュニケーションが図られたかという質問に対しては「できた」
と「概ねできた」が87％、二つ目の人事評価が人材育成に有効であるかいう質
問に対しては、やや少ないのですが、55％でした。この職員アンケートは、人
事評価が適正に運用されているかどうか、また、職員の実感を確認するために
も必要不可欠だと思っています。
　アンケートをするのは怖かったのですが、実際にしてみたら、皆さんからき
ちんと「必要だ」と回答していただけました。運用がきちんとできているかを
把握する上でも、このアンケートはとても重要だと思っています。運用がうま
くいっていないと、このアンケートに不満の声が現れてくるので、参考にする
ようにしています。最近の例だと、評価者研修で手を抜いてガイドブックを配っ
て簡単に説明して終わらせていたら、それについての指摘がアンケート結果に
出てきたので、先ほど言ったようなワークショップ方式などを取り入れてしっ
かり行うようにしていきました。

（４）制度改正（より良い制度へ）

　職員から意見等を聞き取って、実態に即した適正な運用となるように制度改
正を行っています。人事評価は、制度もとても大事なのですが、やはり運用が
非常に重要だと思います。運用していく中で、改善した方がいい事項や充実さ
せた方がいい事項はどんどん出てきますから、その点については柔軟にきちん
と運営に反映できるようにルール改正を行っていく必要があります。松川町で
は、主な改正事項として評価シート（制度）の統一や評価結果伝達時面談の必
須化などがあります。

９．評価結果の活用
　松川町では、職位が主査以上（３級以上）の職員については、評価結果の勤
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勉手当と昇給への反映を行っています。これは段階的に上位の職位から導入し
てきました。
　平成26年度評価結果の勤勉手当成績率への反映基準は、最終評価区分が学校
の成績表のような【１】～【５】の５段階です。勤勉手当成績率は0.735が標
準（【３】）で、これは上位の原資を確保するために全体から２％差し引いたも
のにしています。上位（【４】）はプラス５％、最上位（【５】）はプラス10％、
下位（【２】）はマイナス５％、最下位（【１】）はマイナス10％となっています。
上位については人数割合が決まっていますが、下位については決まっておらず、
総合評価基準点だけで評価されます。
　平成26年度評価結果の昇給区分への反映基準は、最終評価区分が【１】～【５】
の５段階です。昇給幅は標準（【３】）が４号、上位（【４】）が５号、最上位（【５】）
が６号、下位（【２】）が２号、最下位（【１】）が０号です。国の基準では昇給
幅は８号まで認められていますが、ラスパイレス指数の関係、それから勤勉手
当成績率は翌年まで繰り越さずに１年間でリセットされるのですが、昇給は最
初からずっと引きずっていってしまうので、間違ったときに取り戻しがきかな
いことから、少し緩やかに運用しています。
　平成26年度の最終評価区分の分布は、標準が全体の70％、上位が26％、下位
が４％でした。26年度は調査が甘かったのか、下位が割と少なかったのですが、
先ほど先生からお話があったように、毎年10％未満の割合で下位の人が出てい
ます。
　評価結果は昇任試験と昇格にも反映しています。平成18年度から昇任試験制
度を導入し、課長（５級）、係長（４級）については、昇任試験に合格して、
その職位に任用されないと昇格しないことになりました。また、平成22年度か
らはそれまでの論文と面接試験に加えて、直近複数年の人事評価結果が選考基
準に加えられ、さらに平成27年度から「平均的水準以上の評価結果が得られな
い人については受験資格がない」「合格者のうち最適任者から昇任させる」など、
規定が明確になりました。
　それから、それまでも一応やっていたのですが、自動的にほとんどの職員が
昇格していた２級、３級、６級の昇格も評価結果に基づくものとしました。具
体的には、２級への昇格については「必要在級年数（１級８年）経過後、直近
の評価結果において、下位でない者」、３級への昇格についても同様に「必要
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在級年数（２級４年）経過後、直近の評価結果において、下位でない者」、６
級への昇格については「５級在級年数５年経過後、直近３回の評価結果におい
て、１回以上上位である者」となっています。
　勤務実績不良等職員に対する分限処分にも評価結果は活用されています。こ
れは平成22年度から導入しています。運用しはじめた当初はこんなことは考え
ていなかったのですが、実際に運用していると連続して下位にとどまる職員が
出てきたので、これは昇給停止ぐらいでは済まないということで、他の団体で
の取り組み例を調べて、対応策として導入することになりました。
　現在、２年連続で下位の評価を受けている職員を対象に、改善指導（フォロー
アップ）を人事評価とは別に実施しており、改善されなければ最終的には分限
処分を行うことになっています。改善指導の対象になる職員は毎年２～３人出
てくるのですが、実際に分限処分で降任・降級した職員は今のところはいませ
ん。
　また、同時期に導入したのが、職員本人の希望を考慮した降格制度です。勤
務成績が思わしくない背景には、病気や介護等の個人的な事情があることも考
えられるので、自ら降格するという選択肢も用意しました。そのため、これま
で分限処分による降格はないのですが、希望降格は複数人います。

10．制度導入の効果
　導入による効果は四つあります。一つ目は、私はこれが一番大きいと思うの
ですが、能力成果主義が当たり前である組織風土に変わったことです。職員（職
場内）の士気が高まりました。それまではやってもやらなくても同じで、やる
気は職員の公務員としてのモラル頼みだったのですが、そのような状態から脱
却することができました。また、数は多くありませんが、チャレンジする職員
が出てきており、「大過なく型職員」が減少していると感じます。それから、
ここ10年間で採用された若い職員にとっては既に人事評価が当たり前のツール
となりました。人事評価は他の市町村でも行われているものだと思っている若
い職員もいます。
　二つ目の効果は、コミュニケーションの向上です。これは年４回実施される
面談と関係があります。
　三つ目は適正な人員配置がなされることです。職員個々の能力や業務への適
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格性が把握できるので、適材適所への人事活用にもつなげられると思います。
　四つ目は、そうした効果の結果として、行政サービスが向上することです。

11．今後の課題
　今後の課題は四つあります。一つ目は、人事担当の充実です。適正な運用を
確保して人材育成へつなげていくためには、事務局となる人事担当部門の充実
が必要不可欠だと思います。やはり担当のやる気や能力がすごく重要です。た
だ、そういう人材はたくさんいるわけではないので、松川町では今年から兼務
で人事評価制度担当を設け、人事評価制度の担当経験がある課長級職員が総務
課長をフォローしています。
　二つ目は、昇任への活用です。やはり強い組織をつくるという目的から考え
ると、昇給や勤勉手当への反映よりも、昇任への反映の方がインパクトはかな
り大きいと思います。やはり部下は信頼する上司の下でその力を120％発揮す
るわけですから、適切な「人財」を昇任させることが重要です。
　三つ目は、適材適所の人事配置です。これはダイナミックというか、柔軟に
やっていった方がいいと思います。最近、評価をしていると、事業型の職員と
政策型の職員に分かれることが分かりました。企画系の仕事が不得意でも、工
程が決められたルーチンワークを正確に素早くこなすのは得意であるとか、そ
れぞれの個性があるので、少なくとも中堅職員以上については、時間も限られ
ているので人材育成ばかりに注力せずに、その職員が持っている個性というか、
能力をしっかり引き出せるような配置が重要となっています。
　四つ目は、まちづくりに活かすことです。われわれのような小規模自治体で
は、職員一人ひとりが幅広く業務を担っており、果たす責任や権限が大きいで
す。また、超高齢化・人口減少時代に突入しているので、今までのようなやり
方ではなく、新しいやり方を取り入れていく必要があります。そういったこと
ができる職員を育てていくことが今後の課題だろうと思っています。
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　今日は豊田市の人事評価制度について運用面も含めてお話しします。豊田市
は平成11年度から人事評価制度を導入していますが、先般の法改正を受けて、
今、あらためて見直し作業を行っています。豊田市の場合、人事考課制度が全
ての人事制度の根幹に位置付けられているというぐらいこの制度を重要視して
おり、また、さまざまな人事諸制度をトータルで回して運用していくことが人
材育成につながっていくと考えています。ただ、自治体の規模や組織風土など
により、どんな制度を入れるのかはかなり違うだろうと思います。

１．豊田市の紹介
　豊田市の人口は約42万人で、平成17年４月に周辺６町村を吸収合併していま
す。県内では名古屋市に次いで２番目に人口が多い中核市です。また、面積も
918.32km2とかなり広く、県内で１位です。長野県と岐阜県との県境に接して
おり、市役所の各支所には車で１時間から１時間半かけて移動します。
　豊田市というと自動車産業のまちというイメージがあると思いますが、実は
市の面積の７割が森林で、１時間も移動すれば田園風景が広がり、都市部と農
山村部が合わさったユニークな面があります。合併によっていろいろな観光資
源が得られたこともあり、現在の仕事は私が入庁したころとは格段に違ってい
ます。企業誘致やものづくり、過疎対策など、いろいろな仕事ができるような
環境になったということです。
　豊田市役所の職員数は3,293人で、うち行政職は1,813人です。定員削減の方
向で進んできましたが、今はほぼ下げ止まったかなということで、これからは
現状維持ベースで運営していこうと考えているところです。
　それから、平成26年度の財政力指数は1.04でした。一見恵まれた数字に見え
ますが、リーマンショックによって市内に本社のあるトヨタ自動車もかなり打
撃を受けたため、平成20年度に450億円だった法人税が平成24年度は45億円と

　【第２部】　事例報告②「トータル人事システムと人材育成」
青木	　勉　氏

（愛知県豊田市総務部人事課　副課長）
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10分の１まで落ち込んでしまいました。それ以降、豊田市も知恵を絞ってメリ
ハリを付けて予算を執行しています。

２．豊田市の人事制度改革の流れ
　豊田市でも10年ほど前までは人事についての素朴な疑問がいろいろあって、
それらを受けて改革に取り組んできました。まず、平成10年12月に現行制度の
根幹である第３次行政改革大綱がつくられました。行政改革に関する懇談会か
らの提言を受けて、人事考課制度の導入や考課結果の処遇反映、昇任試験制度
の導入、職員定数の削減が大綱に明記されました。
　それを踏まえて、平成11年３月に人材育成基本方針が策定されました。ここ
で目標管理を活用した人事考課制度の導入が明記されました。また、昇任試験
の導入や評価に基づいた給与制度の反映、人材育成の支援制度の導入について
も明言しています。
　続いて、平成12年２月に市長が交代しました。当時の市長は行政運営体から
行政経営体への変革について強い考えを持っていて、いろいろと仕組みを変え
ていきました。行政経営システムを策定して、「市民志向」「成果志向」「現場
主義」「合意形成」「迅速性」「コスト意識」を仕事の進め方の原則として掲げ、
職員の意識改革をしていくという方針で行政事務の効率化を始めています。
　意識改革をするのであれば、それに連動して人事制度も考えなければいけな
いということで、トータル人事システムが平成14年12月に策定されました。こ
こでは基本方針が三つ掲げられています。一つ目は、能力・成果主義の徹底で
す。これは結果平等主義からの脱却を図るということです。二つ目は、組織マ
ネジメント体質の強化です。仕事をする現場のマネジメントを強化していくと
いうことです。三つ目は、これが一番大きいかと思いますが、チャレンジ精神
の高揚です。職員の意欲を引き出すために何かできないかと考えはじめました。
　改革の際、豊田市は財政状況が恵まれていたこともあって、割と職員のやり
たいことを実現していきやすい環境にあったことは本当にありがたかったと思
います。若い職員の意見をなるべくつぶさずに一回やってみようという組織風
土は、私が入庁したころからずっとあったと感じています。
　トータル人事システムにおいて求められる人材像としては、「プロ人材」と
いう言葉を掲げています。今後はやはり多様なニーズに応えることができる高
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度な専門性を持ちながら自律的に行動していく必要があるということです。
トータル人事システムの基本構成はそれほど難しいものではありません。各職
位の能力発揮区分を定め、それごとに採用・配置、評価、報酬、能力開発の四
つをリンクさせながら取り組んでいって、所属での組織マネジメントを通じて
職員の意識改革を図り、成果を上げる職員を生むことが市の将来ビジョンの実
現につながるという考え方です。

３．人事諸制度の展開
　具体的に人事制度がどのように展開されているのかを見ていきたいと思いま
す。採用・配置、評価、報酬、能力開発の四つの項目の評価に当たるのが人事
考課制度です。豊田市の役職で、担当長という係長級の職員がいます。今、最
年少の担当長は35歳です。基本的にそこからが役職者で、役職者の場合は業績、
能力、態度といった評価項目を給与等の処遇に反映しています。その手前の一
般職員の場合は基本的に育成型で、給与には反映していません。
　採用・配置システムは、若いころはジョブローテーション制度によって住民
対応、企画事業、制度管理、一般管理の四つの分野を経験しながら自分の適性
を発見していきますが、係長級以上になると複線型の人事制度の下でマネ
ジャー系かエキスパート系かを自ら選択していきます。また、係長級の手前に
はジョブデザイン研修があり、自分の今までの道のりを振り返りながら適性を
考えていきます。それから人事異動の範囲として、自分で手を挙げて異動して
いくジョブ・リクエスト制度や庁内求人制度、自己申告制度を設け、職員のや
る気を支援しています。なお、係長級・課長級になる際には昇任試験制度を導
入しています。
　能力開発については、若いころは国・県や民間企業等への派遣を行っていま
す。政策研究大学院大学への派遣もしており、辻先生には何人もお世話になり
ました。役職者になると役職者マネジメント研修、最近はもっと上の経営者・
課長層に対しても課長塾や経営職研修を始めています。このようにして、いつ
までも人材育成を続けていくわけです。また、最近は横のつながりが薄くなっ
てきたということで、チーム活動を重視した「とよたチャレンジプロジェクト」
が生まれました。若手を含めてチームを組んで、いろいろな施策提案や改善活
動をしています。それから、次の時代を担っていくリーダー育成として、いろ
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いろ反対もありましたが、あえて選抜型でリーダー養成研修を行い、５年間に
100人のリーダーを育成するという試みも始めています。さらに役職者の場合
は、部下による上司診断や外部評価者による人材アセスメント研修を受けてい
ます。

４．豊田市の人事考課制度について
（１）人事考課制度の導入過程

　豊田市は平成11年度から人事考課制度を始めましたが、いきなり全職員に導
入したわけではなく、まずは行政職・医療職の課長級以上から導入し、そこか
ら順次拡大していきました。ゆくゆくは評価者になる層から導入したので、次
に下の層に導入するときに、評価者が既に自分の運用で経験を重ねていたとい
う点は非常によかったと思っています。このように一度に入れるばかりが能で
はなく、段階的に導入するメリットがあるわけですが、そうはいっても今回の
法改正でやらざるを得ない部分もあると思います。そのため運用面でどの程度
を一律に、あるいは差を付けて導入していくのかを考えていく必要があるかと
思っています。
　また、係長級以下は組合員になるので、１年間の試行期間を経てから処遇反
映に踏み切るという形を取っています。ただ、11年度に構築された制度が完璧
で、今もそれがずっと続いているわけでは決してありません。常にわれわれは
メンテナンスを繰り返してきており、20年度までは職員向けのマニュアルを毎
年改定しています。また、それ以降も常にマイナーチェンジを繰り返していま
す。職員に周知しながら、変えることを恐れないという姿勢を大事にしていま
す。

（２）豊田市の人事考課制度の特徴

　豊田市の人事考課制度の特徴としては、大きく６点が挙げられます。
　１点目は、「目標管理」を活用した業績重視の人事考課です。今回の法改正
では業績考課と能力考課の二つの軸がありますが、豊田市の場合は業績考課、
能力考課、態度考課の三つの効果項目を軸にしています。ただし、成果主義の
徹底という意味では業績考課を重視し、なおかつ、それを目標管理という手法
を活用しながら回しています。
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　２点目は、「組織目標」と「個人目標」のリンクです。目標管理をすれば当
然こういうことも重要視されてくるのですが、年度当初に組織目標を立て、そ
れを職員に周知しながら個人目標の立案に入っていくという仕組みになってい
ます。
　３点目は、考課結果を得点化して、賞与、昇給、昇任へ反映することです。
　４点目は、チャレンジ精神を評価する「加点主義」です。失敗を恐れずにチャ
レンジして、なるべく高い目標を立てて頑張る姿勢を評価していこうというこ
とで、そういう職員については結果が伴わなくても減点しないという業績考課
のマトリクスが立てられています。
　５点目は、「面接重視」のマネジメントです。私自身も評価者の立場になっ
てみて感じるのが、やはりこの面接が人事評価の肝であるということです。面
接をしながらいかに職員の目標を高いところに誘導し、なおかつ、モチベーショ
ンを上げていくかということがマネジメントとして重要です。
　６点目は、考課結果は公開が原則であることです。考課結果は年度末に各職
員に通知します。また、職員本人の申し出によって評価シートが公開されます。
さらに平成26年度からは、希望すれば、システム上で自分の上司がどんなコメ
ントを書いたかを見ることができるように移行しました。これについては、組
合と一般職員にも処遇反映するということで交渉しているのですが、処遇反映
の条件の一つとして透明性を確保してほしいという強い要望が出たことが背景
にあります。

（３）人事考課制度の流れ

　考課期間は４月１日から１年間、考課基準日は１月１日となっています。年
度当初に組織目標を設定して、そこから個人目標の設定に移ります。なお、個
人目標の設定の前に、所属長が所属の目標シートを作り、係長級職員について
は担当内のマネジメントシートを作ります。それらを課員に提示して個人目標
を立てることになります。当初目標を設定し、難易度を設定・調整して、12月
ぐらいから達成度評価と能力態度考課を行い、年度末に向けて昇任、昇給、賞
与へ反映して、最後に考課結果を本人にフィードバックするという流れです。
　なお、考課者体系は、一般職員の場合は最大３次考課者まで設定してます。
上司が考課者となって、１次・２次調整者を入れながら運用します。
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（４）個人目標管理シート

　個人目標管理シートとは、いわゆる業績考課を評価するためのシートです。
年度当初に記入するのは目標設定欄と考課欄の達成度以外の部分です。目標は
四つ立てますが、副課長と係長級の職員は、三つ目の目標で組織運営の目標を
立てることになっており、人材育成や時間外の削減、業務の進捗といったマネ
ジメント目標を立てなければならないと定めています。
　目標を立てるときは、期日、指標、役割、ポイントを記入し、難易度につい
ては躍進・前進とするものについてはその理由を書くことになっています。役
割は当初はなかったのですが、同じ目標でも何をやるのかという点を目標の段
階ではっきりさせておかないと、評価の段階で頑張った人が適正な評価を受け
られないということがあるため、途中から追加されました。また、指標もしっ
かり立てておかないと評価がなかなか難しくなってきます。

（５）難易度の設定（業績考課）

　難易度についてはいろいろマイナーチェンジを繰り返してきたのですが、基
本的には役割期待度と組織期待度の二つの軸で難易度を設定していくという仕
組みになっています。役割期待度というのは、主査や副主幹などの役職ごとに
求められる能力に照らして、目標は期待以上か期待通り、あるいは期待以下か
を区分したものです。組織期待度は、重点目標にどの程度リンクしているのか、
困難性はどうなのかといったことを見て「大躍進」から「躍進」、「前進」、そ
して「維持」まで四つに区分されます。ただし、基本的に被考課者本人は「大
躍進」を付けられず、また、「大躍進」の割合は部門によって決められています。
これはモチベーションの向上・動機付けの一つの手法です。
　なお、今はもう廃止してしまったのですが、役割期待度を判断するときに、
その業務の経験の有無によって難易度が違うのではないかということで、当初
は未経験と既経験の区分がありました。ですが、現実にこれはなかなか徹底で
きないということや、自分に経験はなくても周囲から間接的にノウハウは学べ
るだろうということもあって、今は全て既経験に統一しています。
　難易度設定でよくやる誤りには３点が挙げられます。１点目は、目標の標題
に惑わされてしまうことです。標題の印象だけで難易度が異常に上がらないよ
うに、必ず中身を見て判断することが重要です。また、上司と部下が同じ目標
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でも、どちらの役割の難易度が高いかをしっかり見ないと適正な評価にはつな
がりません。
　２点目は、昇任適齢期の者を手厚く評価して高い難易度を与えてしまうこと
です。これは感情面も含めて仕方がないところもあるのですが、制度の趣旨か
らそれは避けるべきです。ただ、モチベーションをアップさせて成果を昇任に
結び付けていくということは、うまく使えば悪いことではないと思っています。
　３点目は、部下を見ていることのサインに使うことです。これは２点目に通
じますが、目標の内容を何も修正せずに「君が言うことなのだからいいよ」と
常に難易度を上げていってしまう人がいます。ですが、本当に部下のことを思
うなら、一緒に考えて適正な目標を指示し、場合によっては修正することも大
事な上司の役割だと思います。
　それではどうすればいいのかというと、組織のミッション・ビジョンを部下
職員と共有し、解決すべき課題を真剣に考え、部下からの提案を引き出すリー
ダー性をもってマネジメントをする必要があると思います。また、目標の標題
や事務の大小にとらわれず、できる限り指標をアウトカム志向で数字で示すと
いうのも重要です。この一連の過程においてマネジメント能力そのものが問わ
れると言えます。
　当然、難易度調整も大事です。豊田市はずっと難易度調整会議として部長級
職員が集まった合同会議を行っていたのですが、やはり他部局には意見しにく
いということで、平成25年度からそういった集まりをやめました。その代わり、
現在は総務部人事課の事務局が各部局と直接調整しています。

（６）個人目標の改訂（一般職員）

　以前は一般職員も係長級以上と同じ個人目標管理シートを使っていました
が、平成24年度から一般職員についてはメイン目標、通常目標、任意で設定す
るチャレンジ目標の三つの区分に切り替えました。また、メイン目標の項目に
はスケジュール欄を設け、業務の進捗管理を重視できるようになっています。
　なぜ変更したかというと、一般職員から毎年四つも目標設定はできないとい
う声があったり、チャレンジと言われても部署によってはそんなにできないと
いう声があったり、きっちりルーチン業務をこなすことでは評価されないのか
という声があったからです。
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　メイン目標をしっかり達成すれば評価され、なおかつ、チャレンジしたい職
員にはチャレンジ目標でそれに報いるという形に変わりました。

（７）目標の達成度（業績考課）

　達成度はＴ１～Ｔ５の５段階評価で、Ｔ３が標準です。数値目標の場合は
90％の達成でも標準評価（Ｔ３）が付くのですが、これはチャレンジングな目
標を立てれば90％の達成でも標準評価になるということも含めています。
　それから、努力度加点と自力度加点とがあります。プロセスの評価として、
かなり自分で努力して達成した場合は、単に結果だけで考課する弊害を除去し
て努力度加点でワンランク上に付けたり、もしくは結果は出ているけれども同
僚や上司の力を受けて実現した場合は、自力度評価でワンランク下に付けたり
できる仕組みになっています。
　達成度の判定でよくやる誤りとして挙げられるのは、まず、部下の主張を鵜
呑みにしてしまうということがあります。これは実際に豊田市でも起きている
ことですが、面談において部下に面と向かって言われると、「そんなことはな
いね」となかなか言いにくいものです。また、年齢や在籍年数に惑わされたり、
数値目標の場合に、単純に期限よりも早くできただけでＴ１やＴ２にすること
があります。これについては早くできればいいわけではないので、早くできる
ことによって実際にどんなメリットがあったのかをしっかり見ながら評価する
よう伝えています。それから、目標設定時に役割や指標が曖昧で達成度がなか
なか測れないとか、残業量と努力を混同して評価してしまうとか、本人が汗を
かいたのか周囲が汗をかいたのかをしっかり見ずに評価をしてしまうといった
ことが、よくある誤りではないかと思います。

（８）能力・態度考課要素

　課長級以上は、目標管理力や折衝調整力、指導統率力といった評価項目で能
力考課を運用しています。態度考課というのは意識の部分ですが、それぞれ経
営者意識、管理者意識、監督者意識を判定して、その上でさらに挑戦意識を評
価しています。
　一般職員はもう少し細かくて、能力考課では必須項目と選択項目が分かれてい
ます。また、教育保育職については保育に特化した内容になっています。（図１参照）
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（９）考課領域及び考課要素のウエート

　勤勉手当および昇任・昇給への反映についてですが、基本的には業績、能力、
態度を計算していくと100点満点で１年間の考課が出るようになっています。
ただし、ここでは上位職と下位職に差を設けており、例えば経営職の勤勉手当
は業績が60、能力20、態度20ですが、一般職員は業績が40、能力が40、態度が
20です。このように、下位職ほど業績考課のウエートを低く設定しています。
これは定型業務ばかり受け持っている職員が不利にならないようにという配慮
からです。そういった考えは、昇任・昇給とも共通しています。また、勤勉手
当の趣旨を踏まえて、勤勉手当の方が昇任・昇給よりも業績のウエートが高く
なっています。（図２参照）

（図１）
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（10）最終考課（絶対考課）と調整考課

　最終考課でよくやる誤りは三つ挙げられます。一つ目はこれまでと似たよう
な話ですが、能力や業績に関係なく、昇任適齢期や昇任試験受験者かどうかで
考課をすることがあるということです。二つ目は、昇任適齢期の者や特別昇給
をまだもらっていない者に得点を回すために、それ以外の者の得点を逆に落と
してしまうことです。これはありがちなことかと思いますが、ないようにしな
くてはいけません。三つ目は、高得点とする者以外は全て標準としてしまうこ
とです。これにはいろいろな要素がありますが、部下全員をいちいち評価する
のは面倒なので、昇任等に関係ない者は全て標準として処理し、昇任適齢期の
者たちだけをしっかり評価するというのもありがちです。
　また、処遇に反映するには調整考課が必須です。まず、部局内でしっかり相
対評価を行い、次に全庁調整を市長、副市長、総務部で行います。この全庁調
整は非常に重要だと思います。部局の調整考課では昇任適齢期などのいろいろ
な要素が入り込む余地があるので、最終的に全庁の調整考課でこれを是正しな

（図２）
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いと、考課制度自体の信頼が失われます。豊田市の場合は２月に市長ヒアリン
グを行うのですが、その場で人事考課についても各部長から説明させて、いろ
いろと意見交換する場を設けています。

（11）考課結果の給与への反映

　勤勉手当については、部・次長級の職員の場合は従来から３％引き下げたも
のを標準の成績率とし、これを配分原資にしています。結果的には部長級で年
間30万円程度の差が生じます。課長・課長補佐級も配分原資は部・次長級と同
様ですが、課長級だと年間20万円程度の差が生じます。係長級は、配分原資の
割合を少し下げて２％引き下げたものを配分原資としています。
　昇給については、参事・副参事級、主幹・副主幹級、係長級ごとにＡ～Ｅの
５段階評価をします。Ａを取ると８号昇給、Ｂを取ると６号昇給となりますが、
それら上位については人数割合が定められています。Ｄ、Ｅについては、人数
割合は特に絞っていませんが、実際には毎年数パーセント出てきている状況で
す。（図３参照）

（図３）
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　今回の地方公務員法の改正の趣旨からするとあり得ないのかもしれません
が、もし給与反映をしないとどんなことがあるのかというと、まず、年功序列
の意識を変えられないということが挙げられます。
　また、部下に対する説明責任が薄くなるため、部下全員を良い評価としてし
まって人材育成につながらないということが考えられます。それから、部下に
「これでいいのだ」という思いが生まれて、向上心が湧いてこなくなります。
さらに、実際には勤務実績が芳しくない部下の場合でも、部下の前では良い評
価を付けておきながら、人事異動前の課長ヒアリングの場では異動を要請する
ということが現実的に起きてきます。

（12）人事考課の効果的運用のために

　人事考課制度を効果的に運用していくためには、まず、単に人を評価するた
めではなく、良い仕事をするために評価制度がないといけません。結果的に住
民サービスの向上につながるようなマネジメントシステムでないと、やる意味
はないと思っています。
　また、組織使命や上位目標と自分の分担事務の関わりについて、上から下の
職員全てが理解してから取り組むことが重要です。これが部下職員のやりがい
につながっていくのだろうと思います。
　そして、先ほど言ったように目標の設定が非常に重大です。評価の時期にお
いても目標の設定内容が大きく影響してきます。
　それから、上位職になるに従ってマネジメントにかかる時間が必要であると
いう認識を持つべきです。民間企業に比べると、公務員はまだこの点が足りな
いのではないかと思っています。
　部下の処遇に反映されるような人事考課を行う上司が、きちんと部下に対す
る説明責任を果たすということも重要です。それが考課制度自体の信頼につな
がっていくからです。
　最後に、やはり面接を軽視しないということが挙げられます。目標設定の時
期にも評価の時期にも面接が行われますが、最近は部下と飲みに行く機会も少
なくなってきたので、この面接で上司と部下で悩みなども含めて話し合うこと
が大事です。業務が忙しくて日ごろからこういうことはなかなかできなくなっ
てきたので、そういった意味でも必要ではないかと思っています。
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５．豊田市における今後の課題
　豊田市の課題としては、まず、技能労務職への導入が挙げられます。この技
能労務職は約220名いますが、今、組合とも交渉しながら４月からの導入を目
指しているところです。
　次に、一般職員は制度は導入していますが、まだ処遇反映をしていないので、
それについても組合に提案しながら実現を目指しているところです。ただ、導
入対象者が増えるので、調整考課の仕方が課題になってきており、各部局に一
定の権限を与えて最終考課を決めさせるような調整の仕方が必要になってくる
のではないかと考えています。
　苦情相談・苦情処理体制の整備も課題です。今は人事課が窓口をしています
が、一般職員の処遇反映のためには苦情処理体制をしっかり整備するよう組合
から要求が出ているので、何とかこの整理を27年度中にやっていきたいと思っ
ています。
　また、考課不良者に対する分限処分についてのルール化も必要です。実は豊
田市にははっきりとした規定がなく、不良者にはいろいろな通知を出したり、
以前は考課不良者を対象にした研修をしたりしていましたが、やはり分限処分
の手続きをルール化する必要があるだろうと思っています。
　それから、考課項目のさらなる見直しとして、チームでの成果、時間外の削
減、業務削減、人材育成等を評価の指標に入れられないか、考えているところ
です。
　人事制度に完璧はないということを日ごろからつくづく感じますが、他の自
治体の制度をそのまま導入すれば成功するものでもないので、まずは導入して
運営しながら改革を続けていく姿勢が大事だろうと思います。
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　恐らく市では一番実績があるであろう豊田市と、町村では一番長く人事評価
制度を運用している松川町の事例を紹介していただきました。制度のポイント
は同じ数値化方式でもそれぞれ微妙に違っていましたし、また、制度が全体に
定着している中でも毎年バージョンアップを図っているということでした。
　導入前の段階では、職員全般に「この制度によってどんどん大きな差を付け
られるのではないか」「給与が下げられるのではないか」といった恐怖が伺え
ますが、実際に導入して一番大変なのは、どちらかというと点数のインフレで
す。どうしても少しずつ点数が高くなってしまうのですが、一方で原資は限ら
れているので、こちらの心情からするとどうしても原資が足りなくなってしま
うわけです。従って、この点数と給与のインフレにどう対処すればいいかとい
うことが今後の課題になると思います。
　ただ、制度は毎年マイナーチェンジしていきます。例えば松川町の能力評価
シートに「IT技能」という評価項目（３点満点）がありますが、これが導入
されたのは10年前で、当時、高齢管理職を中心に自分でメールを打たずに部下
にさせていた人がいたということが導入の背景にあります。小さい町役場にお
いて部下を使ってそんな単純な作業をやっていたら大変なので、少なくとも頼
んではいけないという雰囲気をつくりたいということで設けられました。
　この項目は、なくしたら部下にやらせる人がまた出てくるというのであれば
別ですが、今の世代ではWordやExcelは自分で入力するのが習慣になっている
ので、全員がほぼ３点満点を獲得している状況です。ですから、この項目はも
うなくして、他の項目に振り替えてもいいかもしれません。そういう項目の見
直しによって点数自体を下げることは可能です。従って、職場の状況に応じて
能力評価の項目を適宜入れ替えることが重要です。適宜入れ替えるというのは、
単に点数を抑えるためというよりも、その項目がなくてもみんなやっているよ
うなことは思い切ってなくし、新たに必要なものを入れていくということです。

【総　　括】

辻　	琢也　氏
（一橋大学大学院法学研究科　教授）
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　しかし、市の業務の特性として、どんなに全員が100％達成していたとしても、
必ずなければならない評価項目もあります。その典型が「服務規律に関する項
目」です。服務規律違反が０名の年があったとしても、服務規律の項目は必ず
なければならず、人事課としてはむしろ100％達成されることを期待して入れ
ているわけです。ですから、毎年適宜見直していく必要があるのは、適度にば
らつきが生まれて、無理なく今の勤務状況に差を付けて評価するために必要な
指標です。
　私も実践する前は自分の思いがあって、これは絶対必要だという評価項目を
入れたりしたのですが、いざ１～２か年実践してみると、全く差が付かなかっ
たり、逆に差がなかったり、あるいはいいかげんに差を付けられたことがあり
ました。やはり良い評価項目を思い付きだけで決めるのは無理なので、その年
の実践結果を踏まえて不断の見直しをしていくことが重要ではないかと思いま
す。
　そういう意味では、まだ人事評価制度を導入していない団体は、例えば今日
お配りした松川町の「平成25年度人事評価制度ガイドブック」の町名を入れ替
えて使うことができます。ただ、豊田市と松川町のどこが違うかというと、職
員規模です。職員規模の違いから出てくる評価制度の違いというのは、やはり
大きいです。ですから、比較的大きい市と小さい町でどういう違いが出てくる
かというところはありますし、細かい制度設計もあるのですが、名前さえ入れ
替えれば大体使えます。また、それは人事評価制度ガイドブックだけでなく、
人事評価面談の要領についても同じことが言えます。
　それから、評価制度の見直しをしていくに当たって一番貴重な資料は、「人
事評価の運用状況に関する資料」です。全体の分布図もさることながら、特に
極めて使用価値が高いのは、例えば能力評価点の状況に関する部分です。先ほ
ど紹介した評価項目に「業務知識」や「IT技能」などがありましたが、これ
をつけたものが、標準が何％か、減点が何％かといったことを過去までさかの
ぼって記載したものです。職員の多いところはさかのぼらなくてもいいかもし
れませんが、さかのぼることによってその傾向が分かります。例えば平成26年
度は、先ほど言及したように、「IT技能」については全員が100％自分でやっ
ているという評価結果になっています。本当にそうかは分かりませんが、この
項目があることによって、少なくとも自分でできる簡単なことを部下に頼むこ
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とがはばかられる雰囲気があるのは事実ですから、これはこれで一つの効果が
あります。
　今、この考課項目の中で一般に課題になっているのは、「業務知識」です。
個人差も職種差も非常に激しくなっています。ただ、トラブルがなければ基本
的には満点になっているので、92～93％が標準で、７％ぐらいが標準以外です。
これは特に土木・建築系をはじめとする技術職では、実際にかなり差があるそ
うです。ですから、この項目でもっと差を付けたいと相談されることがありま
すが、実はこの差は１回付けると埋まりません。その人の努力にかかわらず、
差は拡大していくと思われます。そういうことを考えると、この「業務知識」で、
今のようにトラブルがある人以外は全員同様に評価する形をよしとするのか、
設計力などの違いで半分ぐらい差が付くようにすべきかということは、今後の
大きな課題になります。
　このような話は結構あって、例えば人事評価もなかなかうまくやってくれな
いだろうということで課題にしているのですが、評価結果では全員が100％しっ
かりやっているということになっています。実際には評価者によっては癖があ
るのですが、ある程度寛大に点数を付けているわけです。今の能力評価項目の
つくり方は、今まであまり過度に差は付けてこなかったという風土もあって、
減点すべきところは減点しているけれども、無理に差は付けないような制度設
計です。少なくとも導入初期段階ではこの方が職場全体になじみやすいと思い
ますが、将来もこのままでいいのかは考えなければなりません。
　また、これは特に小さい団体で顕著なのですが、「難易度設定及び達成度評
価の状況」をご覧ください。大きな市役所になると難易度にある程度目安を付
けていて、難易度の高い普通以上の目標は全体の２～３割ぐらいになるように
お願いしています。絶対評価が基本なので、もちろん難易度の高い目標が２割
以下でも３割以上でも許されるのですが、仮にそうした場合は、目標管理委員
会で目標の立て方が適正かどうかを検証する形で難易度を設定すると、安易に
下げたり上げたりすることが随分排除されるので、相当部分がこの２～３割に
収束します。しかも難易度はほとんどＢとＣが中心になって、Ａがなかなか付
かなくなります。つまり今の運用方法だと、ＡやＢの目標がたくさん出る場合
は、目標管理委員会でそれが適性かを検討するようにすれば、Ａの目標が付き
づらくなるということです。難易度Ａの目標の絶対基準はガイドブックに示さ
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れているとおりですが、マトリクス表では難易度Ａは達成度Ｔ４で50点となっ
ており、目標を下回っても基本的に標準点が確保されています。従って、これ
は本来なら減点主義的になりがちな公務員にとって失敗が許される業務でもあ
るので、Ａの業務についてはもっと大胆に取り組んでほしいと思うのですが、
どこの団体でもＡはなかなか付きづらい傾向にあります。これが本質的な大き
い課題になっています。
　その理由の一つには、やはり市町村の仕事に、失敗しても大体取り組めると
いうのは本質的にそうたくさんないということがあると思われます。また、何
となくＡの目標を掲げて達成できなかったら恥ずかしいとか、かっこ悪いとい
うこともあるのかもしれません。それから、現状では、Ａの目標を達成して得
られる金銭的なメリットは非常に限られています。民間のコンサルからは、「民
間企業だと達成すれば100万円、200万円、300万円ぐらい給与が上がるのでい
くらでもやる人がいるけれども、この場合は数十万円しかもうからないので誰
もやらないだろう」と言われたことがあります。
　ただ、もともとこの制度は公務員が高い給与によって一生懸命働くことを前
提にしているのではなく、しっかり評価すること自体に大きなインセンティブ
がある制度設計になっています。ですから、あえて金銭格差を拡大させるよう
な制度設計にはしていませんし、あるいはムチのように無理やり甲斐性を引き
出すようなこともしていません。現行はこれでいいと、私は思っています。し
かし、今後、この制度に慣れていくに当たって、特にプラスのインセンティブ
のところ、つまり本当に大変な目標を達成したときの最終評価をどうするかと
いうことは課題です。ぜひそれぞれの団体が見えやすい形で人事評価を入れて、
単にテクニックだけではなく、自分たちの職場を働きがいのある風土に変えて
いくよう努力していただけたらと思います。
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質疑応答

（Ｑ１）　松川町の片桐様にお伺いしたいのですが、最終的な処遇に落とし込
む総合評価基準点は、全員の総合評価点が確定した後に決めるというご説明が
ありました。最終的に評価を処遇に落とし込むときに、人数を見ながらある程
度調整をかけるに当たって、恐らく年度によっては若干の変動等があろうかと
思うのですが、その際に苦情などはありませんでしたか。また、調整のぶれ、
例えば年々評価点が高くなったりするということはありませんでしたか。

（片桐）　やはり原資があることなので、総合評価基準点を年度末の全員の評
価結果が出てから決めています。初めに定めておくと給与総額を上回ってしま
う可能性があるので、避けなければいけないので、きちんと全員が出てから決
めることになっています。
　ただ、これは後出しじゃんけんのようなものなので、昨年までは105点以上
取れば上位評価だったのに、今年から107点になるということは起こります。
実際に、総合評価基準点がたまたま毎年あまり変わらなかった中で、ある年だ
け平均点が上がってしまい、上位評価とされるための点数を少し上げたことが
あるのですが、ちょうどそこに引っ掛かった人から苦情が出たことがあります。
しかし、われわれは公務員ですから、決められた原資を職員内で配分するとい
うのはルールとして決まっているので、そこは理解してもらうしかありません。
きちんと説明して理解していただき、それ以後は職員はそういうルールとして
受け入れています。
　それから、点数は若干インフレ傾向にあって、少しずつ平均点数が上がって
きている状況です。




